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平成２６年第４回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第２号） 

 

                            平成２６年１２月２日（火曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 会派代表質問 

    １２番 鈴木 紀議員 

      １．那須塩原市の将来像をどう描き進めていくのかについて 

    １４番 眞壁俊郎議員 

      １．平成２７年度当初予算編成について 

      ２．黒磯駅周辺地区都市再生整備計画について 

      ３．総合計画実施計画平成２７～２８年度について 

    ２１番 相馬義一議員 

      １．平成２７年度実施計画と予算編成方針について 

      ２．固定資産税の課税について 

      ３．教育行政について 

      ４．農業行政について 

      ５．那須塩原駅前周辺整備について 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（中村芳隆議員） おはようございます。 

  散会前に引き続き、本日の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（中村芳隆議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会派代表質問 

○議長（中村芳隆議員） 日程第１、会派代表質問

を行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 鈴 木   紀 議員 

○議長（中村芳隆議員） 初めに、公明クラブ、12

番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 皆さん、おはようござ

います。 

  公明クラブ、議席番号12番、鈴木紀でございま

す。それでは、通告の順に従いまして、質問をさ

せていただきます。 

  12月は、忙しく時計の動く師走なりとも言われ

ます。忙しい中での衆議院選挙がきょう公示にな

りました。懸念されるところがやはり投票率の低

下であります。投票率アップを訴えてしっかりと

いきたいと思います。 

  それでは、本題の質問に移ります。 

  那須塩原市の将来像をどう描き進めていくのか

について、お伺いをいたします。 

  いよいよ、明年の平成27年１月１日は、那須塩

原市が誕生し合併10周年を迎えることになります。

さらに、那須塩原市誕生10周年記念事業も予定さ

れており、平成27年度当初予算編成方針も先日の

全員協議会で発表されました。 

  今年度、平成26年度は定住促進元年予算と位置

づけ、「人々から選ばれるまちづくり」をキーワ

ードに、人口の減らないまちづくりを推進してき

ました。阿久津市政の平成27年度の事務事業推進

のキーワードを、「未来への投資」としたのも、

人口減少克服として本市の独自施策を子どもへの

投資、若年・女性が活躍できる環境への投資、障

害者や高齢者など、市民が安全・安心に暮らせる

住みよさへの投資などを積極的に展開することを

挙げています。それらのことを踏まえて、那須塩

原市10周年を迎えるに当たりお伺いをします。 

  初めに、本市のこれからの30年後、40年後（誕

生50周年）になりますけれども、それらの将来像

をどう描き、阿久津市政は進んでいくのかお聞か

せください。 

  次に、全国どこの自治体でも人口減少の問題の

対応が大きな課題であります。合計特殊出生率、

１人の女性が生涯に産む子どもの平均数は結婚や

出産に関する価値観の多様性、若年世代の経済的

な困窮などを背景に、1970年代後半から人口維持

に必要な2.07を下回る状態が続いています。人口

減少の抑制に向けた取り組みが求められています。

女性が子どもを産み育てられる環境整備が重要で、

子育て支援への取り組みが肝心であると思います

が、本市の取り組みとして、女性が産み育てる環

境整備をどう考え、構築していくのかをお聞かせ

ください。 
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  最後に、2025年問題、いわゆる団塊世代が75歳

以上となり、高齢者人口は約2,200万人で全人口

の約18％、５人に１人が75歳以上になるであろう

と予測されております。また、65歳以上の高齢者

の４人に１人が認知症かその予備軍であるといわ

れ、大きな社会問題だといわれております。 

  本市においても、この2025年問題にどう取り組

んでいくのかお聞かせください。 

  以上、３点についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員の質問

に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 公明クラブ、鈴木議員の代

表質問、順次お答えいたします。 

  那須塩原市の将来像をどう描き進めていくのか

についてをお答えしてまいります。 

  まず、本市のこれからの30年、40年後の将来像

をどう描くのかについてお答えします。 

  将来を見据え、今後何をなすべきかを考え行政

を運営していくことは、現在の市民へいかにサー

ビスを提供するかということと同様に、行政運営

の根幹をなすものであり、市長として当然の責務

であると認識しております。 

  私が、これまで市長に就任して以来、一貫して

申し上げてきましたことは、将来の人口減少への

危惧であり、持続可能な行政運営への対応であり

ます。人口減少スパイラルに陥りますと、繰り返

しになりますが地域経済の縮小が始まり、税収が

落ち込み、そして市民へのサービス低下を余儀な

くされます。まさに、行政運営にとって負の連鎖

が人口減少によって始まると思っています。 

  これらの対応として、本市におきましては、初

めから数年前からですが、「入るを量りて出ずる

を為す」の精神のもと、行財政改革に取り組むと

ともに、いち早く定住促進計画を策定し、「人々

から選ばれるまち」を目指して、各種施策に取り

組み、「住みたい」、「住み続けたい」と言って

いただけるようなまちづくりを進めてまいりまし

た。そういう取り組みをしております。今後にお

きましても、30年後、40年後、本市が県北の中核

にふさわしい都市になっているよう未来への投資

を行っていきたいと思います。 

  この質問、実はお預かりしたときに、大変私は

動揺しました。というのは、青少年のころから自

分はどう生きるかとか、あるいは将来どうなって

いるんだろう。これって実際はとっても難しい哲

学みたいな話なんですよ。でも、地域というのは

念ずるだけでは絶対花が開きません。これは、量

的なものを積み重ねることによって、この質が変

わってくる。これ、多分中国のことわざなんです

けれども、そういう種類のものであるために、や

はり今、最もやらなければならない政策を小さい

ことでも大きいことでも、困難があってもなくて

も打ち続けると、この結果が今の積み重ねが将来

ですから、そういう意味で、ただ単純にこの県北

の中核都市になっているはずですよと申し上げる

わけでございますが、その裏にはとてもいろいろ

迷いながら、分析をした、そういう個人的な問題

も非常に常に政治家として将来どうなっているか、

大命題なんですよ。この件につきましては、一言

で言うと繰り返しになりますが、県北の中核都市

として、あるいは栃木県内でも光を放てる市とし

て存在するよう、これからも施策を打ち続けてい

きたいと思っています。 

  また、⑵本市における女性が子どもを産み育て

る環境整備についてお答えいたします。 

  答えの前に、今話題になっている日本創成会議、

これに参加をした、これは東大の白波瀬という女

性教授なんですけれども、この人が書いておりま

すので、非常に参考としております。現状のまま
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ではどのような将来が待っているかを示した、た

だそれだけの数字だと。じゃ、どうするんだとい

うことを書いていないんですよ。これはどうした

らいいか。だから、今を少しずつ変えて積み重ね

ていかないと、将来は予測どおりに進むと思いま

すと。やるべきものは自分たちがやる、これが今

までの経営学と決定的に違っているところだと書

いているんです。それで、共通の理念としては、

やはり子どもは間違いなく地域の全ての人々の最

大の財産だと、だから、ここに光を当てるのは当

然だと思う、この程度のことしか分析、書いてい

ないんですよ。自分がやる、子どもを大事にする、

そういう社会をつくってください、必ず解決の糸

口はあると。こんなことを読んでおりましたので、

思い描きながら、答弁を進めます。 

  なお、この答弁について、合計特殊出生率、那

須塩原市現在1.63、県内ではトップを争う非常に

高い出生率、それでも国は1.8を狙ってというこ

とですが、もう少しで上がっているんです、今。

こういう状況の中ですので、これらについてお答

えを進めてまいります。 

  この社会や経済の変化によって、子育て家庭を

取り巻く環境が今大きく変わっており、子育ての

負担や不安、孤立感が高まっていると言われてお

ります。さらには、少子化により子どもの育ちを

めぐる環境も変わってまいりました。このような

中で、平成25年６月、国の少子化社会対策会議に

おいて、少子化危機突破のための緊急対策の柱が

示されております。 

  対策会議では、国がこれまで取り組んできた子

ども・子育て支援制度の円滑な施行や、待機児童

解消加速化プラン推進を初めとした子育て支援及

び子育てと仕事の両立支援を初めとした働き方改

革をより一層強化するとともに、結婚・妊娠・出

産支援を新たな対策の柱として打ち出し、結婚・

妊娠・出産・育児の切れ目のない支援の充実強化

を目指すこととしております。 

  これらを踏まえて本市でも来年４月に施行に向

けて（仮称）子ども・子育て未来プラン、こうい

うもの、まだ決定しておりませんので、これを策

定して、待機児童の解消を初めとした子育て環境

の一段の整備に取り組んでまいります。子ども・

子育て未来プランにおいては、子育てを地域で支

える意識づくり、仕事と家庭生活の両立の支援、

母子保健事業の充実などの基本方針を掲げ、仕事

と子どもの両立支援の推進、妊産婦・乳幼児に関

する切れ目のない保健対策なども基本施策として

おります。これらの施策を進めていくに当たり、

財政的な裏づけとして子ども未来基金を設置し、

また各種の施策を総合的に推進していくために子

ども未来部を創設し、子育て環境の整備を一段と

強めてまいりたいと考えております。 

  また、⑶の2025年問題に対する本市の取り組み

であります。 

  現在、本市の75歳以上の高齢者の割合は10％程

度ですが、国勢調査の人口をもとに推計すると、

2025年（平成37年）には約16％になると予測され

ております。要介護認定者の数も現在の4,200人

ほどから6,100人を超えるものと推計しておりま

す。また、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの

世帯、認知症の高齢者の数も増加していくものと

予想されております。こうした中、高齢者の方々

が住みなれた地域で安心して自分らしい暮らしを

人生の最後まで続けることができるようにするた

めに、医療、介護、予防、住まい、生活支援など

が包括的に確保される体制、地域包括ケアシステ

ムの構築が重要になってくると思います。 

  また一方では、高齢者のニーズに合った多様な

生活支援サービスを地域で提供できる体制の整備

や、地域住民が主体となって介護予防や見守り活
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動などを行う集いの場、通いの場などを充実させ

る支え合いの地域づくりを推進していくことも大

切であると考えております。 

  これらの点を踏まえて、現在策定を進めている

第６期高齢者福祉計画は１期３年という計画期間

ではありますが、団塊の世代が75歳以上となる

2025年を見据えて、中長期的視野に立った施策を

展開していきたいと考えております。 

  これらにつきましても、この答弁はこういうこ

とでありますが、やはり子ども・子育て、こうい

うものにはかなり力が入ってきたと、じゃ、高齢

者福祉大丈夫か、いつも副市長との話題はそれだ

けなんですよ。任せてくださいと言っていますん

で、ぜひ再質問があれば、任せてくださいのほう

にそちらからの答弁になろうかと思いますが、保

健福祉部長もおりますし、そんな形でお願いした

いと思います。 

  第１回の答弁といたします。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） それでは、順次再質問

をさせていただきます。 

  少子高齢化、人口減少と将来の見通しが叫ばれ

る中で、その対応策として定住促進計画を策定し

て、「人々から選ばれるまち」を目指していち早

く取り組んだことは正直感銘をしております。ま

た、先ほど申されました、「入るを量りて出ずる

を為す」という故事の精神の柱といいますか、そ

ういったものを柱にして、行財政改革に取り組ん

でいることについても大いに期待をしたいと思い

ます。それらを踏まえて再質問をさせていただき

たいと思います。 

  「未来への投資」について伺うところでありま

す。 

  その中で、本市で独自の施策として将来を担う

子どもへの投資、若者、女性が活躍できる環境へ

の投資、障害者や高齢者など、市民が安全・安心

に暮らせる住みよさへの投資の３点を挙げており

ますけれども、それぞれ具体的な目玉になるとい

うような施策があると思いますけれども、お聞か

せ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 目玉の施策ということで

ございますけれども、実施計画に計上をされまし

た主な施策について申し上げますと、まず英語教

育の充実というものが挙げられると思います。ま

た、ＩＣＴを活用した教育にも取り組んでまいり

ます。さらに、待機児童ゼロを目指した取り組み

も行ってまいります。 

  また、経済の活性化という点からプレミアム商

品券の発行、また観光の振興、農観商工連携に係

る事業の実施等を計画しているところでございま

す。 

  そのほか、子育て環境の充実を図っていく施策

にも取り組んでまいります。また、引き続き放射

能対策事業、また那須塩原駅東口のバリアフリー

化の事業も予定をしているところでございます。

そのほか、子育て応援券の発行等も計画をしてい

るという段階でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 少子高齢化に向けての

一番肝心なところであるところのやはり子どもの

教育ということに関しては、私もそこは本当にし

っかりと対応していきたい、そのように思います。

また、ＡＬＴ、またＩＣＴの取り組みということ

に関しましてもこれからも進んでいただきたいと、

そのように思います。 

  少子高齢化、人口減少に対応したまちづくりは、

全国どこの自治体でも大きな課題でもあります。

けさの新聞だと思うんですけれども、那須町では
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子ども課、定住課というものを来年度につくって

いくというような報道もありました。 

  そういった中において、日本の総人口は2008年

の約１億2,800万人をピークに減少しました。国

立社会保障・人口問題研究所の推計では、合計特

殊出生率がこのまま1.4前後で推移すると、2060

年には約34年後ですが、現在の３分の２、8,700

万人になると言われております。本市に換算する

と、約現在11万8,000人でありますけれども３分

の２ですと、約８万人弱というような人口になる

ということであります。また、市長が時々話題に

されます、先ほども言われましたけれども、日本

創成会議の中での話でもあるとおりに2040年、14

年後ですけれども、自治体の全体の約半数に当た

る896自治体で20から39歳の若年女性が５割以上

減ってしまうという中において、人口回復が困難

になると予測されていると。そういう中において、

2040年までに人口が１万人を割り込むと見られる

523の自治体では医療保険や介護保険などの社会

保障の維持が困難で、また雇用の確保も難しいこ

とから消滅するおそれがあると、先ほど市長が言

われたとおりであります。警笛を鳴らしていると

いうことであります。 

  合計特殊出生率の課題もありますけれども、ま

た、ことしの内閣府の発表では、日本の労働力人

口ですけれども、2060年には3,795万人まで減少

するであろうというような臆測もあります。

2,800万人から減るであろうというような臆測が

されているわけであります。本市の定住促進計画

の中で、将来的な目標値を設定してあります。中

長期的な目標として、現在人口規模11万7,000人

を維持するということと、生産年齢人口を６割維

持するということが提示されておりますけれども、

緩やかに人口減少は推移していくと思いますけれ

ども、この中長期的な見方はいささか甘いのかな

というような感じもします。 

  そういった中において、今後の少子高齢化、人

口減少を見据えての将来のまちづくり構想につい

てでありますけれども、課題として言われている

ことが３点あります。 

  中核的な地方都市を軸に近隣の市町村が連携す

る地方中枢拠点都市圏の形成と、２点目には住宅

や学校、高齢者施設、行政機関など、生活に必要

な機能を一定の地域内に集約することで、生活の

利便性を向上させるコンパクトなまちづくり、コ

ンパクトシティーと言われるところだと思います。 

  ３点目には、集落で移住を希望する高齢者が病

院への通院や買い物に支障を来すことのないよう、

デマンド型を含む交通網の整備ということも言わ

れております。また、近隣自治体との広域連合と

して協力することも当然これからあることだと思

いますけれども、本市の将来は考えてみますと、

コンパクトシティーとデマンド交通網等を整理し

た、それらをあわせ持ったまちづくりであろうと

思いますけれども、当市は具体的にどういったま

ちづくりを目指していくのか、その点についてお

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） コンパクトシティーとい

うお話ですけれども、将来のやはりまちづくりの

方向性というのは、本市もコンパクトシティーと

いうことだろうというふうに捉えてございます。

そのために来年度におきましては、那須塩原市立

地適正化計画というものを策定しまして、都市の

集約という方向性を見定めた計画をつくっていき

たいというふうに考えているところでございます。 

  また、集落と集落をつなぐ交通のあり方という

のも必要になってくると思いますので、今後の中

で検討を進めていきたいと考えてございます。 
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○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） コンパクトシティーと

デマンド交通、それを整備していくということに

理解してよろしいのかなと思います。 

  次に、イメージについてお聞きしたいと思いま

す。 

  那須塩原市のイメージキャラクターというのは

「みるひぃ」であります。市のバスの横書きにも、

牛乳関係では生乳生産本州一のまちということで

横書きをされていますし、那須塩原市の駅前につ

いても同じような垂れ幕がたしか垂れ下がってい

ると思います。そういったことを考えますと、ま

た先日、新聞報道にもありましたけれども、牛乳

で乾杯条例というような素案が新聞で掲載されて

いました。ということは、やはり本市は酪農のま

ちなのかなというようなふうにも思いますし、ま

た牛乳、酪農がなかなか活性化につながらないと

いうところにも一つ問題があるのかなと思います。

また、先日宇都宮市で百人一首の全国大会が開催

されたことは御存じだと思うんですが、宇都宮市

ではやはりギョーザのまち、またジャズのまちと

か、そういった部分で今回は本当に百人一首のま

ちづくりということで進めているというような、

そういった報道もされました。また、栃木市では

蔵のまちとか、川越では小江戸、東北の小京都は

角館とか、いろいろなまちと言われていますけれ

ども、これは全てイメージアップを図ったキャッ

チコピーだと思うんです。そういった中において、

イメージはいずれにしろインパクトの強いそうい

ったものでなくてはならないのかなと、そのよう

にも思いますし、観光というと、ここは塩原温泉、

板室温泉という部分も確かにあります。しかし、

酪農とミルクと温泉とをやはり一緒にあわせ持っ

たような、そういった中において、イメージアッ

プを図るようなそういったものにしていくことが、

那須塩原市のよく言われます「人と自然がふれあ

うやすらぎのまち那須塩原」というところにつな

がっていくのかなと思いますけれども、そのイメ

ージアップについて当局の考えをお伺いしたいと

思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 市のイメージというお尋

ねでございますけれども、これまで酪農の生産と

いうことで、産業面から生乳生産本州一というこ

とで、市のＰＲを行ってきたという経過がござい

ます。 

  ブランドイメージを新たにつくっていかなきゃ

ならないということも課題の一つに挙がってござ

いまして、今その点につきましては、シティープ

ロモーションという点からどういうイメージがい

いのかということで検討しているというところで

ございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） シティープロモーショ

ンの中でということのお話がありました。 

  また、同じような質問になるかもしれませんが、

昨年、愛知県の東海市に私ども福祉教育常任委員

会で視察にまいりました。そのときに、学校関係

ですけれども、特色ある学校づくり、輝く学校づ

くりということで、各学校が取り組んでいました。

そういった中において、東海市の学校では一つに

は学校でのビオトープと、また別の学校では短歌、

俳句の創作を通じて言葉の表現を実施していると

いうようなことを視察してまいりました。ただ、

そういった中で、先日西那須野中学校に視察に行

ったときに示されたのが、子どもたちの意見、そ

ういったものを新聞投稿という形で載せてあるの

を見せていただきました。非常にすばらしいなと、

そのようにも思いました。そういうことを考える
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と、やはり本市に例えるならばやはり本当に特色

あるまちづくりと、輝くまちづくりというものを

やはりしっかりと、先ほどのイメージアップでは

ないですけれども、そういった形でつなげていか

なければならないのかなと思いますけれども、そ

の点についてはどのようにお考えなのか、同じよ

うなことになるかもしれませんけれども、お伺い

したいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 教育という非常に重要な

ことでございますので、本市の重点的な取り組み

の中で、定住促進という中でも重点的に取り組ん

でいるというところでございます。そういった中

で、市のイメージの中でも、定住促進の中でも教

育というのを大きな戦略の一つに加えまして進め

ているところでございまして、そういったところ

も市内外にＰＲをしていきたいというふうには考

えてございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 確かに、定住促進の中

で７Ｋという中で、やはり子育て、結婚、環境と

か教育とかといろいろありますけれども、しっか

りとやはり教育という部分については、先ほど最

初に申し上げましたけれども、進めていただきた

い、そのように思います。 

  人口減少、また経済など、さまざまな将来予測

が公表される中で、我が地域、我がまちの確かな

将来構想を示し、地域住民に安心と希望をもたら

すことは、先ほど市長の答弁にありましたけれど

も、政治にとっても重要なことであると思います。

医療や介護のあり方など、まちおこしの構想に関

して、住民の声を吸い上げることもお考えあわせ

進めていただきたいことを要望して、次の質問に

移ります。 

  国立社会保障・人口問題研究所の推計によりま

すと、合計特殊出生率がこのまま1.4前後の水準

で推移すると、先ほど申し上げましたように、約

8,700万人まで減少すると言われております。国

のほうでは、人口１億人程度を維持するとの議論

もあるようですけれども、出産に関する女性の意

思を最大限に尊重されなければなりません。若い

世代が子どもを産み育てたくなるような環境整備

を着実に進めることだと思います。 

  先日の全員協議会で子ども未来基金を設立する

と示されました。この子ども未来基金は、待機児

童解消を目指し、保育園や認定こども園の整備を

支援していくほか、市内21カ所の学童保育の対象

年齢を引き上げるなどの拡充に当てると、さらに、

現在市内に１カ所もない病児保育施設も最優先で

整備していくための基金であるとして、子ども未

来基金に７億円を負担すると説明がありました。

非常に評価するところであります。 

  この子ども未来基金について、基金の使用目的、

また、なぜこの12月の時期なのかをお尋ねしたい

と思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） では、私のほうか

ら、子ども未来基金の使用目的と、なぜこのタイ

ミングなのかということにつきましてお答え申し

上げたいと思います。 

  子ども未来基金の使用目的でございますけれど

も、前にもご説明を申し上げたところではござい

ますけれども、本市が進めております待機児童解

消を初めといたします子育て支援に係る施設整備、

これらを計画的に行うための基金というものでご

ざいます。来年４月から子ども・子育て支援新制

度がスタートをするという予定になってございま

すけれども、それに合わせまして待機児童の解消
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に向け、保育園や認定こども園、それから小規模

保育事業等の実施に向けて施設整備が進んでいる

ところでございますし、また放課後児童クラブの

整備計画も進められているところでございます。

これらの整備に要する費用というのは相当な額に

上りますけれども、そのうち特に市が負担しなけ

ればならない金額を現時点で概算でございますけ

れども７億円と見込んでございまして、そのよう

なところから基金についても７億円で設立したい

ということで、今議会に予算をお願いしていると

ころでございます。このような時期でございます

し、市長の答弁にもありましたように、子ども未

来部もお願いをすると、そのような時期に早い段

階で市民の皆様に本市が子育て環境の整備を確実

に進めていくというような姿勢をお示しすること

が重要ではないかということから、このタイミン

グでお願いしているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 早い時期に確実に子ど

も支援をしていくというような心意気といいます

か、意気込みといいますか、そういったものをお

示しになったということで理解してよろしいと思

います。 

  答弁の中に、子ども・子育て未来プランという

ようなものがありましたけれども、これを進めて

いくというようなことですけれども、このプラン

についての概要についてお聞かせ願いたいと思い

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 子ども・子育て未

来プラン、現段階でまだ仮称でございますけれど

も、これにつきましてお答えを申し上げたいと思

います。 

  子ども・子育て未来プランと申しますのは、次

世代育成対策推進法に基づきます計画と、子ど

も・子育て支援法に基づく市町村計画というのが

ございますけれども、これを一体的に推進するた

めにあわせて１本の計画をつくりまして、いわば

子ども・子育てにおける総合計画的なものとして

位置づけているものでございます。 

  次世代育成支援対策行動計画におきましては、

次世代を担う子どもが健やかに産まれ育つ環境の

整備を市役所内の関係する全ての部署がかかわり、

計画の策定を行っていくというものでございます

し、また子ども・子育て支援事業計画につきまし

ては、基本的な考えを子どもの最善の利益が実現

する社会を目指すというようなところにおきまし

て、幼児期の学校教育や保育の総合的な提供、そ

れから保育の量的な拡大、定員枠の拡大でござい

ます。それから、教育・保育の質の改善、さらに

は地域の子ども・子育て支援の充実等を目指して

いるものでございます。 

  未来プランの期間としましては、来年度からの

５年間を考えてございます。現在、子ども・子育

て会議等におきまして、議論を進めているところ

でございまして、形がもうすぐ見えてくることに

なるかと思いますけれども、パブリックコメント

等を経て、来年３月の議会にはご提出申し上げて、

決定をいただければということで整備を進めてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 次世代育成支援対策と

いうものを具体的に進めていくというようなお話

でありました。その中で、仕事と家庭の両立支援

という言葉がたしかあったと思うんですが、現在

仕事と子育てをしながら、多くの皆さんがご苦労

されていると思います。最近では、さらに親の介
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護をしながら、頑張っているご家庭もあると伺っ

ています。家庭や職場においても、もう少し子育

てに対しての理解というか、支援があればと思っ

ている方も多いのではないでしょうか。特に、女

性はそれを望んでいるのだと思います。 

  そこで、この子ども未来プランの中で、仕事と

家庭の両立支援、要するに女性のワークバランス

についてどのような事業計画があるのか、お聞か

せ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 子ども未来プラン

の中におけます個別の事業というようなことでご

質問いただきましたけれども、改めて私が申すま

でもないことでございますけれども、仕事と生活

を両立させるためには、仕事や子育て、あるいは

家庭生活などのバランスのとれた環境というのが

必要なところかと思います。子育て支援などの社

会基盤の整備や、ワーク・ライフ・バランスを実

現するための職場環境の改善、それから労働者と

事業主の意識の改革、あるいは父親の育児の参加

の促進など、企業や地域、家庭などにおける多面

的な取り組みが求められるところかと思います。 

  これらのことを踏まえまして、子ども未来プラ

ンの中では、性別にかかわりなく個性と能力を発

揮できる働きやすい職場づくりに積極的に取り組

んでいる事業者をたたえまして表彰するなど、ワ

ーク・ライフ・バランスの普及、啓発に取り組ん

でいくような事業をしたいというふうに考えてい

るところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 働きやすい環境づくり

を啓発していくというようなお話でありますけれ

ども、聞いていますと、民間に対しての啓発とい

うようにちょっとうかがえるところがありますけ

れども、行政がそういう部分については、もっと

もっと働きやすい環境づくりを支援していく必要

性があるのかなと思います。 

  先日、小学校の女性の先生とお話しする機会が

あったんですが、朝はともかくとしても帰りの帰

宅時間というか、うちへ帰る時間が相当遅くなっ

てしまう。また、当市の市の職員の中でもやはり

遅くなってしまうというようなそういったお話を

伺いました。ファミリーサポートセンターとか、

そういったところを利用すればなというようなお

話もありますけれども、それだけでは済まされな

い問題もあるのかなと思います。 

  そういった中において、中学生の海外交流とい

うことで、リンツ市へ行っていると思うんですが、

先日もちょっとお話しする機会があったんですが、

リンツ市では３時の下校過ぎた時点で、学校の仕

事はとりあえずという言い方はないんですが、終

了ということで、それ以外はかかわりは持たない

というようなお話を伺いました。そういった中で

は、やはり学校にしろ市の職場でもありますけれ

ども、どうしても就労時間といいますか、そうい

ったものが拘束される時間が長いということで、

そういったところの改善も行政が率先して進める

べきではないのかなと思いますし、また、市長が

テーマにしている選ばれるまちという部分につい

てもそういった働きやすさの環境づくり、特に女

性のワーク・ライフ・バランスとそういったもの

の充実を行政が率先して取り組む必要性があると

思いますけれども、その点についてのお考えをお

聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 先ほど、仕事と子

育てとの両立支援の推進には企業、あるいは家庭、
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それから地域、それらの総合的な取り組みが必要

であるというようなことをお答えいたしました。

特に、職場における理解や支援が重要であること

は申すまでもないところでございます。 

  そういう中で、地域において、この地域におき

ましては、行政の果たす先覚的な役割、どのよう

に行政が子育て支援に取り組んでいるのかと、み

ずからの職員の立場をどのように理解しているの

かというようなことが地域に与える影響は議員の

おっしゃるとおり、とても大きなものがあるとい

うふうに思っているところでございます。 

  そういう中で、現在市職員における子育て中の

職員の勤務面における支援の制度というものの中

には、例えば育児短時間勤務というものですとか、

部分休業などの小学校就学までのお子さんをお持

ちの方の勤務時間を調整するような仕組みもござ

います。これらの制度の利用につきましては、当

然職場の理解等も必要でございますし、効率的に

業務を進める必要もあるかと思いますけれども、

それらを積極的に進めまして、子育て環境の充実

に努めていく必要があるのではないかと思ってい

るところでございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

  失礼しました。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 企画部は男女共同参画の

所管でございますので、私のほうからちょっと一

言。現在市としてもワーク・ライフ・バランスに

取り組むということでさまざまな事業等を実施し

ております。職員向けというところでは、ワー

ク・ライフ・バランスの研修を若い職員を中心に

現在昨年度、今年度も１月に実施するということ

で今予定をしているところでございます。 

  そのほか、先ほど保健福祉部長から話がありま

したけれども、今度、日曜日、男女共同参画フォ

ーラムがございますが、その中で事業者の表彰と

いうことも行うという予定にしているところでご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） ワーク・ライフ・バラ

ンスの研修を予定していることと、事業者に対し

ての表彰ということもよろしく進めていただきた

いと思います。 

  ただ、残念ながらという言い方はこれは失礼か

もしれませんけれども、男性の育休も当然あるわ

けでしょうけれども、また、その支援制度があっ

てもなかなか現実に休みがとれるのかというと、

なかなかそういったところの制度はあっても使い

こなせないといったところのジレンマもあるのか

なと思うんです。そういった中において、率先し

て行政もその制度の活用を進められるような、そ

ういった環境づくりをぜひ進めていただきたい、

そのように思います。 

  最後の質問になりますけれども、子ども未来部

創設に関連して質問をさせていただきます。 

  その中で、子どもの貧困対策についてでありま

すけれども、過日行政組織機構改革の一部見直し

の中で、子ども未来部創設の説明がありました。

その設置の目的に子ども施策の総合企画、調整に

関する部署を強化し、子育て世代への新たな支援

策の検討と子どもの貧困対策に取り組むとありま

した。 

  子どもの貧困については、厚生労働省がまとめ

た国民基礎調査では、平均的な所得の半分を下回

る世帯で暮らす18歳未満の子どもの割合を示す子

どもの貧困率が2012年には16.3％、実に６人に１

人で、過去最高を更新したとありました。このよ

うな中、国においては子どもの貧困対策の推進に

関する法律が施行され、貧困対策に関する理念や
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国の責務、地方公共団体の責務、国民の責務など

が示されました。さらに、ことし８月には、子ど

もの貧困対策に関する大綱も示され、貧困対策に

関する基本的な方針や改善に向けた重点施策が示

されております。 

  そこで、子ども未来部において、子どもの貧困

対策についてはどのように取り組んでいくのかお

伺いをしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 子どもの貧困対策

につきましては、福祉のみならず教育にかかわる

部分がとても多いというところでございますけれ

ども、これら２つだけではなく、市内、市役所全

部で全課を挙げて取り組んでいく課題ではないか

と、そういうことが大変重要であるというふうに

考えているところでございます。 

  今、議員からご指摘がございましたけれども、

子どもの貧困対策の推進に関する法律がことし１

月に施行されまして、また子どもの貧困対策に関

する大綱も８月に閣議決定しているところでござ

います。子どもの貧困対策につきましては、子ど

もに対する教育の支援、それから生活の支援、就

労の支援、経済的支援など、国、地方公共団体の

関連機関相互の密接な連携が必要でございますし、

関連分野におけます総合的な取り組みとして行っ

ていく必要があるというふうなものかと考えてお

ります。 

  現在、本市におきましては、福祉、教育でそれ

ぞれ支援を行っているところでございますけれど

も、今後、来年４月からは子ども未来部ができる

予定でございますけれども、まだ現時点におきま

して、施策の計画をつくってはございませんけれ

ども、来年４月以降子ども未来部の創設を契機と

いたしまして、子ども未来部、教育部、ほかの市

内全部署との連携を強化しまして、さらに地域の

団体、機関などの協力も得ながら、支援計画等を

策定していく必要があるのではないかというふう

に思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 子どもの貧困対策大綱

の中で、スクールソーシャルワーカー、いわゆる

ＳＳＷという、そういったものがやはり大幅増員

ということの方針が示されたわけであります。県

の教育委員会でも県北では１名しかいないのかな

というふうに伺っております。 

  そういった中において、このスクールソーシャ

ルワーカーの人材育成をやっぱりしっかりと増員

の方針というか、人材育成をしていかなければな

らないのかなと思いますけれども、その１点だけ、

本当人材育成についてよろしくお願いしたいと思

うんですが、ありますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） では、お答え申し上げま

す。 

  スクールソーシャルワーカーは、現在那須教育

事務所のほうに１人配置ということになってござ

いますが、残念ながらまだ本市におきましては、

そういった資格での配置というのはございません。 

  しかしながら、議員おっしゃったように、これ

からの時代大きな課題の一つとして取り上げてお

りますので、それに適切に対応するための適切な

資質を持った方の活用、配置、そういったものが

大変重要なことであろうと、こう思っております。

また、資格を伴いますので、それにつきましては、

計画的に人材を育成していくということもかなり

重要でございますので、ぜひ前向きに考えていき

たいと思っております。 
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○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） 教育委員会でもしっか

りと取り組んでいただきたいと、そのように思い

ます。子ども未来に向けた新組織、子ども未来部

に大いに期待をいたしまして、次の質問に移りま

す。 

  第６期高齢者福祉計画の中で、2025年を見据え

て中長期的な視野に立った施策を展開していきた

いというような答弁がありました。少子高齢化と

人口減少に晩婚、非婚の傾向が重なって、家族の

形態にも変化があることは考えなければならない

と思います。市長の答弁にもありますけれども、

単独世帯、夫婦のみの世帯、夫婦と子どもから成

る世帯、ひとり親と子から成る世帯、その他の５

つの家族類型のうち、単独世帯がこれからは最大

の割合を占めるようになるであろうと言われてお

ります。2010年に全国で498万人だった65歳以上

の単独世帯が2035年には53％増の約762万人に達

する見込みだろうと言われております。 

  家族の支援のない単身高齢者の社会的孤立をど

う防ぐか、本市においても例外ではないと思いま

す。それにおいても、高齢者施策は第６期計画の

中で、地域包括ケアシステムという中で組み込ま

れていくと思いますけれども、この地域包括ケア

システムの中で最も重要な課題は介護職の人材確

保と言われております。2025年には100万人が不

足するというような予測もあります。介護職員の

さらなる処遇改善に取り組むなど、福祉の現場を

支える人材確保に全力で取り組まなければならな

いと思いますが、また介護職の離職率、これもか

なり高い数値を示しているのもご承知だと思いま

す。その上で、人材確保のための必要な処遇改善

といったものに関して、市独自で取り組む考えは

あるのかお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 介護職員の人材確

保のために処遇の改善に取り組む考えがあるのか

というご質問でございます。 

  介護職員の処遇改善のための取り組みといたし

ましては、平成24年度の介護報酬改定の際に創設

されました介護職員処遇改善加算というものがご

ざいます。これは、ご承知かと思いますけれども、

一定の金額を介護報酬に加算して、その分を介護

職員の賃金改善に充てるというものでございまし

たけれども、この制度は来年３月まで、27年３月

までの経過的なものということでございまして、

それ以降どうするかにつきましては、現在厚生労

働省を中心に検討中というふうに聞いているとこ

ろでございます。 

  ご質問の件でございますけれども、基本的に賃

金につきましては、賃金だけではありませんけれ

ども、各事業の雇用や賃金の問題につきましては、

なかなか市が介入すること、あるいは独自の補助

制度を設けるというようなことにつきましては、

なかなか難しいところがあるのかなというふうに

思っているところでございますけれども、議員ご

指摘のとおり、介護の現場というのは人がとても

重要でございます。その処遇ということでは、当

然一定レベルの賃金を支払うということも大変大

切だというふうには同じ認識でいるところではご

ざいます。ただ、先ほど申し上げたようななかな

か難しい問題があるというところでございますの

で、現時点におきましては、事業者の実態把握に

努めるとともに、先ほど申しました国の審議の動

向がどのようになるかを見きわめるとともに、必

要な要望等を国・県に行っていきたいというふう

に思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 
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○１２番（鈴木 紀議員） 市単独ではなかなか難

しいと、そういった中でいうと、国・県のほうに

要望していくということですので、しっかりとお

願いしたいと思います。また、単独世帯、単独の

高齢者世帯というものはやはり、失礼しました。

家族の支援がない単独の高齢者世帯や認知症対策

も同様に支援が必要な見守りなど、やはり地域の

協力も必要になってくるであろうと、これは地域

包括ケアシステムの中でしっかりと充実していく

んだろうと思いますけれども、現状での見守り体

制づくりは進んでいるのかどうかお聞かせ願いた

いと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 単独高齢者等の見

守りの現状でございますけれども、現時点におき

ましては、個別のそれぞれの問題のあるというよ

うなケースを通しまして警察、あるいは消防、病

院、それから介護サービス施設、包括等も含めま

して、さらに自治会や民生委員などの地域の方々

のお力をいただき連携しながら、必要な支援や見

守りを個別のケースでやっているというようなと

ころでございます。 

  現在、第６期の高齢者福祉計画を策定中でござ

いますけれども、この中におきましては、当然地

域における生活というのを重要視しておりますの

で、在宅生活を支えるための見守り、それから生

活支援体制の整備、それから多様な生活支援サー

ビスが提供できる地域づくりなど、これらを重点

事業に位置づけており、地域の実情に合わせた支

援体制の整備に取り組んでまいりたいと、現時点

ではそういうふうに考えているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） よろしく支援体制のほ

うをお願いしたいと思います。 

  次に、認知症対策についてお伺いしたいと思い

ます。 

  厚労省の推計によると、認知症高齢者は2012年

度時点で約462万人、軽度の認知障害が約400万人

に達していると言われております。また、最近で

は徘徊障害による行方不明が年間１万人を突破す

るなど、深刻な社会問題になっているのは御存じ

のとおりだと思います。 

  そういった中で、オレンジプラン、認知症政策

の推進５カ年計画でありますけれども、2013年度

から2017年度までの５カ年計画であります。既に、

スタートしていますけれども、目標としては７つ

の項目があるわけであります。標準的な認知症ケ

アパスの作成普及、早期判断、早期対応、地域で

の生活を支える医療サービスの構築、地域での生

活を支える介護サービスの構築、地域での日常生

活、家族の支援の強化、若年性認知症施策の強化、

医療介護サービスを担う人材の育成といった７つ

の項目がありますけれども、その中で厚労省にお

いては、専門職といわれる認知症初期集中支援チ

ームを全市町に配置するなど、計画の見直しがあ

るようであります。そこには、早期発見へ向けた

体制の整備を初め、先ほど申し上げました徘徊症

状のある見守り体制などは急務であると言われて

おりますけれども、この本市でのオレンジプラン

での取り組み状況について、どのように進んでい

るのか進捗状況についてお伺いしたいのと、また

本市独自のプランがあれば、そういった中におい

て組み入れていくのかについてお伺いしたいと思

います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） まず、オレンジプ
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ランに沿いました本市の事業の実施状況というこ

とでございますけれども、若干繰り返しになりま

すけれども、オレンジプランと申しますのは、厚

生労働省が平成24年９月に公表しました認知症対

策の５カ年計画のことでございますけれども、認

知症高齢者、あるいはその家族への支援体制とい

うことがうたわれておりまして、本市もその計画

に沿って、整備を進めてきたところでございます。

その中では、特に認知症サポーターの養成という

ところに力を入れてやってまいりまして、ことし

４月からは650人ほど受講者がふえまして、現時

点における登録者数は2,500人になっているとこ

ろでございます。今後の６期の計画の中で、独自

のプランということでございますけれども、独自

のプランというのが残念ながらない。国の案の指

針の中でつくっていくような状況ではございます

けれども、先ほど議員申されました認知症初期集

中支援チームの設置、あるいは見守り体制の構築、

あるいは地域での在宅生活を支える各種サービス

の提供体制の構築など、これらを６期計画に盛り

込みまして、認知症の早期発見、早期対応、特に

そこら辺を中心に進めていければと思っていると

ころでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  日本は世界有数の長寿国となった我が国であり

ます。単に寿命を延ばすだけではなく、やはり健

康寿命ということを延ばすことが重要であろうか

と思います。 

  生涯現役として賃金を得るための労働に限らず、

ボランティアや地域活動を通じて社会とかかわり、

支え合いの社会づくりに貢献できる人材にも成り

得るわけであります。そういった中において、健

康な高齢者がボランティアなどにかかわったとき

の活動をポイントとして蓄積して、介護保険サー

ビスを利用するときに、ボランティアポイントと

して充当できるようなシステムは本市では制度と

してあるのかどうか、お聞かせ願いたいと思いま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 今、議員からご質

問がありました、体も健康なお年寄りの方がボラ

ンティア等をやったその行為が評価といいますか、

点数化というか、そういうふうに評価をされまし

て、自分がお使いになられるような制度があるの

かというようなことでございますけれども、現時

点においては、那須塩原市におきまして、そのよ

うな名称何と呼ぶかちょっと決めておりませんけ

れども、そのような制度は持っていないところで

ございます。ただ、６期計画の中では、そういう

介護に携わる必要性というものを認識しておりま

して、そのような制度の導入に向けて検討したい

というようなことで考えているところでございま

す。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） ６期計画の中でという

ことで、よろしくお願いしたいと思います。 

  あわせて、介護を必要としない高齢者が元気で

いるわけですけれども、たしか国民健康保険なん

かでも３年間ないし使わないと、何か表彰制とか

何かあったように記憶しているんですけれども、

そういった中で、介護保険を全く３年間ないし５

年間使わなかったという人に対しましてはやはり

何らかの評価といいますか、そういったものがあ

ってしかりではないのかなと思うんです。また、

それが一つの励みになればよろしいのかなと思い
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ますけれども、そういったものをお金をかけない

で介護を使わない高齢者、お元気な高齢者という

ことで広報なんかに載せられるようであれば、そ

ういった中で検討していただければと思いますけ

れども、それが一つには今申し上げましたように

励みという重要なポイントにもなってくるのかな

と思いますけれども、そういった検討いかがでし

ょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 介護保険の制度と

いうものは、議員、当然ご承知のことかと思いま

すけれども、介護保険制度というのは、ほかの保

険制度と同じようなものでございますけれども、

介護が必要な人を社会全体で支えるというような

ことが基本的な趣旨でございます。納めるだけで

使わない人に何らかの還元をするというようなこ

とを前提にしていないといいますか、制度として

は考えていないところから、金銭的なところはな

かなか難しいのかなというふうに思うところでは

ございます。 

  ただ、ただいま議員からご提案がございました、

例えば広報に載せる等、経費的には問題ないとこ

ろでございますので、そのような方策か何か、せ

っかく元気で過ごされている方の励みにもなると

いうふうに思いますので、そこら辺のところ何か

方策があるかどうか、今後研究をさせていただけ

ればと思うところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） よろしく、研究のほう

のお願いしたいと思います。 

  また、介護予防という部分についても、重要な

柱になってくると思います。高齢者夫婦のみ世帯

や単身高齢者世帯の増加など、軽度の生活支援を

必要とする高齢者世帯はふえております。元気な

高齢者をふやし、家族の介護負担も減らす介護予

防の普及は喫緊の課題でもあると思っています。 

  また、食生活の改善やウオーキングなど、高齢

者自身が健康づくりに励み、生活習慣病の予防を

心がけることで健康寿命を延ばすことができるわ

けであります。こうした取り組みを地域で取り組

むことで健康寿命を延ばすことができると言われ

ておりますけれども、本市の介護予防の取り組み

についてお聞かせ願いたいと思います。 

  また、先日テレビで報道されましたけれども、

自立支援介護というような事業を実施していると

ころがありました。これは、高齢福祉課でも御存

じかもしれませんけれども、この自立支援介護と

いうのは４項目から成り立っているわけでありま

す。水分を１日1,500cc補給と、また食事、排せ

つ、軽い運動ということを実施することによって、

要介護の高齢者が要支援になったというようなこ

とであります。自分で日常の生活ができるように

なれるというような事業でもあります。ぜひ本市

でも検討してみてはいかがと思いますけれども、

この介護予防の取り組みについてと、今の２点に

ついてお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 今、２点本市にお

けます介護予防の取り組みというものと、それか

らテレビで議員ごらんになられたという、ちょっ

と大変申しわけありません、私見ていなかったと

ころでございますけれども、話だけ聞かせてもら

いましたけれども、何というんですか、自立支援

介護というんですか、そのようなものについての

ご質問がありましたので、まず介護予防の取り組

みの現状をお答えさせていただきますけれども、

本市におきましては、介護予防の必要な対象者を
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把握いたしまして、元気アップデイサービスなど

を初めといたします介護予防教室の開催に力を入

れてきたところでございます。これからも高齢者

の方々にご自分の生活機能の状態を意識していた

だきながら、機能低下が見られるような場合には、

介護予防事業に積極的に参加してもらえるような

意識啓発に努めていきたいと思っております。 

  なお、これらの事業につきましては、高齢者に

なってからということではなく、できるだけ若い

うちから健康づくりに必要なことでございますの

で、食生活などにも関心を持っていただきながら、

若い人にも参加をしていただけるよう啓発を進め

ていければなというふうに思っているところでご

ざいます。 

  それから、２点目の、もう一つの２点目のご質

問でございますけれども、要介護になっていらっ

しゃるような高齢者の方が程度が段々軽くなると

いいますか、状態がよくなるというようなことで、

自分で身の回りのことができるようになるという

のがそのご本人にとっても、とっても喜ばしい期

待の持てることですし、家族にとっても、あるい

はほかの介護にかかわる人たちにとっても喜ばし

いことかというふうに思います。詳しい事例はち

ょっと存じ上げておりませんので、やっていると

ころ、先例につきまして、ちょっとこれから研究

をさせていただければと思うところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） ぜひ自立支援介護とい

うような事業を研究していただきたいと、そのよ

うに思います。 

  最後の質問になりますけれども、来年度から制

度改正に伴い、地域支援事業の体制づくりという

ものがあります。そういった中においての進捗状

況についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 地域支援事業の進

捗状況ということでございますけれども、制度改

正に伴いまして、新しく地域支援事業の体制づく

りを求められているところでございますけれども、

現時点においては率直に申しまして、これからと

いうような状況でございます。何度も申し上げて

おります第６期高齢者福祉計画におきましては、

十分検討しましてこの計画の施行につきましては、

経過措置的に２年間の猶予があるというような状

況でございますので、その期間の間に十分検討い

たしまして、遺漏がないよう計画を進めていけれ

ばと思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 12番、鈴木紀議員。 

○１２番（鈴木 紀議員） いずれにしろ、市民が

あっての市だと思っています。よろしくお願いし

たいと思います。 

  最後にですけれども、予算編成方針でも人口減

少時代における都市間競争に勝ち残るための方策

を練っていると言っても過言ではありませんと市

長の話にありました。私もこれは同感であります。 

  今後、ますます生き残りをかけた競争は本当に

厳しくなるのではないかなと、そのようにも思い

ます。そこで問われるのは、リーダーの資質とい

うものではないのかな、指導力にかかっていると

思います。人材を育て上げるのが重要な鍵になっ

てくるであろうと思います。施策は全て将来に向

けての投資です。見誤らないように市民にとって、

何が必要で何が重要なのか、全て市民にとってど

うなのかというものを根本においていただくこと、

市民の声を受けとめていただきたいとそのように

思います。「未来への投資」の間違いのないとこ

ろの布石を打っていただくことを要望して、私の
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会派代表質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、公明クラブの会

派代表質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１２分 

 

再開 午前１１時２２分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 眞 壁 俊 郎 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、志絆の会、14番、

眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 皆さん、こんにちは。 

  志絆の会、議席14番、眞壁でございます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、早速質問に入りたいと思います。 

  平成27年度当初予算編成について。 

  平成26年度は、「人々から選ばれるまちづく

り」をテーマに定住促進を推進し、持続可能な社

会の構築や個性を生かしたまちづくりに邁進して

いるところであります。平成27年度については、

市長就任４年目、那須塩原市誕生10周年の記念と

なる年で、次の時代に向けて、力強い一歩を踏み

出していける予算にしたいと考えていることでご

ざいます。 

  国においては、地方創生に向けた取り組みが始

まり、平成27年度当初予算は本市にとっても、人

口減少社会への対応は急務であり、大変重要な予

算となることからお伺いするものでございます。 

  １、平成27年度は市長就任４年目、那須塩原市

誕生10周年の記念の年となるが、市長の意気込み

をお伺いいたします。 

  ２、国は地方創生担当大臣を新設するなど、地

方創生を進めるが、平成27年度の歳入見込みにつ

いてお伺いいたします。 

  ３、事務事業推進のキーワードを「未来への投

資」としているが、どのような事業を重点・新規

事業等として想定しているのか、お伺いいたしま

す。 

  ４、持続可能な財政運営についてお伺いいたし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） １番の平成27年度当初予算

編成についてから眞壁議員の質問に順次お答えを

させていただきます。 

  初めに、平成27年度予算編成における意気込み

でございます。 

  私は市長就任以来、市民の皆様が那須塩原市に

生まれてよかった、住んでよかったと実感できる

まちづくりを進めてまいりました。平成26年度予

算におきましては、定住促進元年予算と位置づけ、

人口の減らない住みよいまちづくりを目指して、

積極的に少子化対策、定住促進施策等を推進して

まいりました。そして、喫緊の課題である放射能

対策、あるいは学校の耐震化についても先を見通

せる状況となってまいりました。このため、平成

27年度は、市民が心を一つにできる市誕生10周年

記念事業を実施し、地域のにぎわい、さらなる郷

土愛を育んでいきたいと考えております。 

  また、次世代のために夢のある那須塩原市にす

るため、事務事業推進のキーワードを「未来への

投資」とし、子ども未来部の新設など、推進体制
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を整備しつつ、引き続き公約に掲げた事業を推進

するとともに、定住促進計画の目標達成に向け、

子育て環境の充実、雇用の創出、特色ある教育の

推進など、計画に掲げた重点事業に積極的に取り

組み、住みよさの向上に努める決意であります。 

  なお、「未来への投資」、これは大変私気に入

った言葉なんですが、私のつくった言葉ではござ

いません、これはエピソードなんですけれども。

来年度の予算に当たって、市役所内部で財政を中

心に協議を進めている中で、結局昨年が定住促進

元年予算、だからことしは定住促進２年目予算、

これは語呂にならないと、これ職員の皆さんが副

市長以下、知恵を集めてつくった一言で言うとこ

ういうこと、この言葉を非常に私もありがたく気

に入って、うれしく思って聞いていました。先ほ

どの人材育成にも絡むと思いますが、そういう意

味では、一致結束した方向にあるということも、

これちょっとエピソードなんですけれども、あら

かじめお知らせをしておきたいと思います。 

  また、⑵の平成27年度の歳入見込みについても

お答えいたします。国は地方創生に向けた歳出に

ついては、予算編成過程の中で必要な検討を行う

としており、現在のところ地方の歳入にどのよう

な影響を及ぼすのか、予測できない状況です。し

たがいまして、一般論として平成26年度当初予算

の480億円の歳入との比較で申し上げますと、市

税では、法人市民税の税率変更や、固定資産税の

評価替え等により４億5,000万円程度の減を見込

み、地方交付税は合併算定替えの逓減が開始され

るため、平成26年度の交付税基準額をもとに試算

すると１億4,000万円ほどの減収になると想定し

ております。一方、地方消費税交付金は５億円ほ

ど増収が見込まれますが、放射能対策費の縮小や

学校耐震化の前倒し実施等により、国庫支出金が

減少し、平成27年度の歳入見込額は、平成26年度

より約30億円減の450億円程度と見ております。

今後の国の動向、政局、施策などにより、予算規

模も少なからず影響を受けるのではないかと思っ

ています。 

  ⑶の事務事業のキーワードを「未来への投資」

としておりますが、どのような事業を重点・新規

事業として想定しているのかについて、今後の人

口減少社会に対応し、持続可能な市政運営を目指

すため４つのテーマを掲げております。まず、

「未来を拓く子どもたちの健やかな成長」のため、

本市において安心して子育てができるよう、子育

て施設の整備、待機児童ゼロを目指した待機児童

解消事業、そして子育てサービスの充実を図るた

めの新規事業として、子育て応援券の交付を実施

してまいります。また、教育分野におきましても、

特色ある教育を推進していくため、小学校ＩＣＴ

教育推進事業を実施いたします。 

  次に、「未来を創る地域産業の活性化」を図る

ため、本市を支える商工業と恵まれた自然を生か

した観光や農業との連携、企業立地の促進を図る

ため、総合計画後期の基本計画に掲げる重点事業

である農観商工連携推進事業、企業立地支援事業

を実施いたします。 

  「未来に集う人々の活発な交流」では、地域内

外の人々が集う交流拠点づくりのコンセプトを共

有するとともに、にぎわいがあり、安全に安心し

て暮らせる地域づくりを推進してまいります。黒

磯駅周辺地区都市再生整備計画事業を実施してい

きますが、さらに新規事業として那須塩原駅周辺

地区都市再生整備計画事業にも取り組んでまいり

ます。 

  最後に、「未来を守る災害対応力の強化」にお

きましては、災害に対する備えを強化するため、

小中学校耐震改修事業の来年度での完了を予定す

るとともに、再生可能エネルギー推進事業を実施
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いたします。また、公共施設やインフラの老朽化

に計画的に対応するため、公共施設等総合管理計

画策定事業を新規に行ってまいります。 

  以上、主な事業ではありますが、これらの事業

につきましては、新年度に向けての実施を想定し

ております。 

  ⑷の持続可能な財政運営についてお答えいたし

ます。 

  本市では、持続可能な財政運営を維持するため

に平成26年２月に「中・長期財政の見通し」の改

訂版を公表いたしました。この改訂版においては、

人口減少や高齢化に伴う影響、平成27年度から始

まる地方交付税の逓減、さらには喫緊の課題であ

る放射能対策事業や新庁舎建設などを考慮して、

中間型シナリオを選択したところであります。 

  今後においても、この改訂した中長期財政の見

通しに基づき、市債の発行と地方債残高の抑制及

び複数年での総量管理、基金の計画的な積み立て

を行ってまいります。また、自主財源の確保、経

費の無駄ゼロ、人材の活用、育成など行財政改革

推進計画に基づく改革を着実に実行し、経費の節

減を図りながら、持続可能な財政運営を確保して

いきたいと考えて取り組んでまいります。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 市長の意気込みお伺い

いたしました。 

  市長就任４年目ということで、１年目はまさに

就任直後の予算編成ということで、急遽骨格的予

算、職員も私たち議員も大変大わらわをしたなと、

そんなことをちょっと少し思い出しました。そし

て、放射能対策には万全を期した予算だったと思

っております。 

  ２年目の平成25年度の予算では、就任後初めて

の通年予算ということで、市長公約の最重要課題

である変革を基本理念に、那須塩原市が持つポテ

ンシャルを最大限に引き出し、個性豊かなまちへ

の変革を重要課題としたものでありました。また、

放射能汚染の不安を払拭し、市民の安全、そして

安心を守るために住宅や公共施設の除染、そして

ホールボディーカウンターによる内部被曝の検査

など、多くの放射能対策を実施した予算でありま

した。 

  平成26年度、本年度の予算については、人口減

少、そして超高齢化社会を迎える中で持続可能な

財政運営を維持するため、まさに支出を収入の範

囲内に抑えて余剰を将来のために残し、再投資す

る。あわせて、積極的に少子化対策、また定住促

進施策の事業を展開して「人々から選ばれるまち

づくり」、これを目指して今運営をしているとこ

ろでございます。少子化対策につきましては、認

定こども園の整備や、子ども未来基金の創設、そ

して子ども施策のより一層の強化のため、子ども

未来部、仮称かと思いますが、これの創設。定住

促進施策については、企画政策課、シティプロモ

ーション課のこの新設があります。強力に定住促

進事業を進めていくものと思っております。 

  市長がこれまで進めてきた個性豊かなまちへの

変革、「人々から選ばれるまちづくり」、そして、

平成27年度のキーワードは「未来への投資」であ

ります。先ほど、職員のほうから出たというよう

な、私も非常にいい言葉だなと、このように思っ

ております。那須塩原市のぜひ未来に向かって、

人口の減らないまちづくりから、私はもっと一歩

進めていただいて、人口のふえるまちづくり、こ

れをぜひ目指していただきたいと思います。 

  また、来年度、10周年記念行事に取り組む中で、

市民と一体となって取り組むのは大変もちろんの

ことだと思っております。その中で、まだ一部に

おいて３市町の一体感が出ていない、こんな話も

ちょっと聞いておりますので、ぜひ10周年の記念
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行事をやる中で一層の取り組みをしていただいて、

本当に那須塩原が合併して10年、本当にいい市に

なったなというような形を進めていただきたい、

このように思います。 

  それでは、意気込みのほうはこちらで終わりに

したいと思います。 

  27年度の歳入の見込みのほうに入りたいと思い

ます。歳入見込みにつきましては、ことしより30

億円減で450億円程度というようなお話がありま

した。あと、これにつきましては、除染のほうが

ことしで住宅除染のほうは終わりというような中

で、若干減ってくるというような中で了解はした

いと思いますが、また、今衆議院が解散してきょ

うは公示ということで、地方創生の予算につきま

しては全くわからないと、まさにそのとおりだと

私は思っております。ちょっとそのような中で、

来年度、国としてはやはり一番力を入れてくる施

策は地方創生だと思っております。先ほど、何も

ないというようなお話だったんですが、この来年

度の予算編成の中で地方創生という中で、何か動

きがあればお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 先ほど、質問をいただいて、

もう答弁はいいというような、この意気込みの部

分で、実は、人口減少を防いでその11万7,000を

維持する、私はこれは大変不服で、11万8,000に

すぐにしたいと、こう言っていますが、余りしゃ

べって、できなかったときどうするんだと、こう

いうようなことで、ただ、これについてもさまざ

まな考えがございます。就任当時提案したキャン

プ那須構想、こういうものが一つぽかっとこう入

ってくると、すぐに２万人ぐらい増加の可能性は

十分にあると。そういう意味で、よその市長とも

協議をしたことがございますが、那須塩原市がう

まくやるんじゃないかと、こういうような思惑も

一部にあって現状に至っておりますが、こういう

構想を決してあきらめることなく、やっぱり将来

につなげたいと考えております。 

  あとは、地方創生に関して、３市町、仲悪いん

じゃないかというような質問がありましたが、仲

を悪くしている一つの一番の課題は、仲悪くない

んですよ、合併しようという言葉が出ると、急に

この三者三様の考えになってしまうと、そのとこ

ろだけ。でも、それはもう、現実のものにまだな

っていませんので、現実として進めているさまざ

まな広域の取り組みについて意見が分かれたこと

はございませんので、そんなに仲悪くしているわ

けでもないんじゃないかと、誤解を受けないため

に、私のほうから答弁だけさせていただきます。 

  あとについては、職員のほうから。 

○議長（中村芳隆議員） 企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 国の地方創生に絡んでの

来年度の本市の予算という形でございますけれど

も、先ごろ国のほうで、まち・ひと・しごと創生

法ですか、総合法で、これからまた総合戦略につ

いて市町村も策定をしていかなくてはならないと

いうような状況になってくると思いますけれども、

具体的に国から、まだどのような地方創生に関す

る事業かというメニューが出されておりません。

我々も情報の収集というところで、いろいろ、こ

う注目しているところではございますけれども、

まだ具体的なものがないということで、国の地方

創生に関する本市の来年度予算というところにつ

いては、まだ具体的なものはないというところで

ございます。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 市長のほうから、人口

をふやしたいというようなお話、ありがとうござ

います。まさに那須塩原はいろんな面で、この後、
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私、いろんな質問がありますが、そちらでも言い

たいと思うんですが、やはり非常にポリシーが高

い市だと思っております。 

  先日、建設水道常任委員会で名古屋のほうの市

を、大府市とか東海市とかを見てきたんですが、

あちらは本当に今、人口がふえていると。やはり

大都市圏に近くて、トヨタの影響もあるのかと思

いますが、そういう本当にふえている市もありま

す。ぜひ、そういう面では、那須塩原市も人口が

ふえる市を目指してほしいなと、このように思い

ます。 

  まち・ひと・しごと創生法でありますが、これ

は衆議院の解散前に法律が決まりました。それで、

まち・ひと・しごと創生に関する施策について、

基本的な計画を定めるように努めなければならな

いというように法律の中に書いてあります。この

辺なんですが、今どんな状況なのかお伺いしたい

と思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） まち・ひと・しごと総合

戦略、地方創生総合戦略ですか、そういったもの

をこれからつくらなければならないということで、

法律の中ではそのような記載になっているという

ことでございますけれども、まだ具体的な事例等

を国から示されておりませんので、これからそう

いった具体的なものが示される中で、本市として

どのような対応をしていくかと、本市は定住促進

計画というのをもう既に策定しておりますので、

その辺との関係、兼ね合いというものもございま

すので、それらについては今後、国のほうから示

された中で検討してもらいたいと考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） わかりました。まだま

だ、これからということかと思います。 

  この地方創生については、やはり待っているだ

けで予算が回ってくるという形ではないんだと思

っております。ぜひ積極的に地域に合った施策を

提案をして、予算をつけることになるとやはり思

います。先ほど企画部長からあったように、那須

塩原市は定住促進計画、本年度実施しております。

また、少子化対策についても、いち早く取り組ん

でいるところでありますので、ぜひ積極的に提案、

そして施策を考えていただいて、国・県からの補

助金、交付金、こんなものがたくさんついてくる

ような施策を考えていただきたいと、これは要望

としたいと思います。 

  ⑶の事務事業推進のキーワード、「未来への投

資」ということで重点、そして新規事業とお伺い

いたしました。この後の最後の質問の中でもちょ

っと詳しく聞いておきますので、これにつきまし

ては了解したいと思っております。 

  ⑷の持続可能な財政運営についてでございます

が、やはり、これは中長期的な財政運営をしてい

かなければだめなんだろうというような形の中で、

まさに持続可能な財政運営につきましては、今後、

新庁舎の建設、また黒磯駅周辺地区都市再生整備

計画、先ほどありましたが、那須塩原駅周辺地区

の都市再生整備計画、この辺も先ほどお話があり

ました。また、少子化の進展による社会保障費が

増大してくる、大変厳しい状況が続いてくると私

も思っております。ぜひ、持続可能な財政運営に

ついて、より一層の努力をしていただくことを要

望しまして、この項目は終わりにしたいと思いま

す。 

  ２の黒磯駅周辺地区都市再生整備計画について。 

  黒磯駅周辺地区都市再生整備計画については、

都市機能の向上による持続可能な中心市街地くろ

いその再興を大目標に、快適な生活と滞在が可能

な都市形成、地域資源を生かした商業空間の集積
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によるまちの魅力向上とにぎわいの再生、交通結

節機能の強化と、駅東西市街地の一体性の確保を

目的に、本年度より事業が展開されております。

人口減少や急激な高齢化に対する黒磯駅周辺の活

性化は長年の課題でありました。この事業を成功

するためには、地域住民の自主性や行政との連携

が大変重要となることから伺うものであります。 

  ⑴進捗状況についてお伺いいたします。 

  ⑵黒磯駅前及び周辺地域活性化懇談会の最終報

告が出されたが、今後の対応についてお伺いいた

します。 

  ⑶まちなか再生事業の状況についてお伺いいた

します。 

  ⑷黒磯駅周辺地区都市再生整備計画のコンセプ

トをお伺いいたします。 

  ⑸住民がみずから主体となることが大変重要で

あるが、連携についてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） それでは、質問に沿って順

次お答えをいたします。 

  まず、黒磯駅周辺地区都市再生整備計画につい

てであります。 

  進捗状況についてお答えいたします。 

  黒磯駅周辺地区都市再生整備計画については、

平成26年度から平成30年度までの５カ年の事業で

あり、今年度はその初年度に当たります。今年度

の実施内容で主なものとしては、黒磯駅西口、東

口広場においては、測量が完了し、設計を現在行

っております。また、東口広場については、用地

取得に向けて手続を進めております。一方で、ま

ちなか交流広場や交流センターにおいては、旧チ

サンホテル解体の設計が完了し、解体工事の施工

業者が年内に決定する予定となりました。また、

用地については、測量が完了し、年内に用地取得

の契約を締結する予定となっております。 

  ⑵の黒磯駅前及び周辺地域活性化懇談会最終報

告の今後の対応についてお答えをいたします。 

  この懇談会は、黒磯駅前地区の整備に当たって、

駅前地区とその周辺地域の活性化方策を広域的な

見地から協議するため、本年１月に設置したもの

で、協議結果をまとめた最終報告書を10月に提出

していただいております。報告書では、活性化に

向けての課題の抽出、進むべき方向性と手法など

のほか、協議の中で提案いただいたさまざまな意

見が整理されております。 

  今後の対応については、黒磯駅前活性化委員会、

本一会、駅前周辺地区の商店会、那須塩原市商工

会、黒磯那須青年会議所のメンバーと各団体から

推薦された方々で構成する「えきっぷくろいそ」

の検討結果や関係者のご意見とあわせて、黒磯駅

周辺地区都市再生整備や周辺地域の活性化を進め

る中で、十分に尊重し、事業に反映していきたい

と思います。 

  また、⑶のまちなか再生支援事業の状況につい

てもお答えいたします。 

  本事業は地域総合整備財団、通称ふるさと財団

の補助を受けて実施しているもので、本年７月か

ら黒磯駅周辺の再生、活性化を目指した取り組み

を進めております。この補助金は、まちなか再生

の専門家のノウハウを活用して実施する事業に対

して交付されるもので、本市では株式会社リバー

スプロジェクトに支援業務を委託しております。

地域の活動主体は、主に、先ほど説明した「えき

っぷくろいそ」で、これまでに４回のワークショ

ップを開催し、黒磯駅前の現状や課題、整備の予

定の図書館や交流センターの中身の検討などを行

っております。また、９月には、ふるさと財団、

リバースプロジェクト、「えきっぷくろいそ」等
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のメンバーが一堂に会して検討会議を開催してお

り、現在は、12月５日から実施されるまちづくり

市民投票の準備を進めている段階でございます。 

  黒磯駅周辺地区都市再生整備計画のコンセプト

についてもお答えいたします。 

  本計画における目標は、都市機能の向上による

持続可能な中心市街地黒磯の再興としております。

具体的には、図書館の整備による拠点性の向上、

交流広場や交流センターなどの整備によるまちの

にぎわいの再生、駅前広場などの整備などによる

交通結節機能の強化などが挙げられます。 

  最後に、⑸の住民との連携についてもお答えい

たします。 

  町なかの再生、活性化は住民が主体となって実

行していくことが重要であり、市は市民の参加を

促進し、住民主体の取り組みを支え、ともに進ん

でいく、まさに協働のモデル事業であると認識し

ております。今回の黒磯駅周辺地区の整備につき

ましては、集約された意見を尊重し、可能な限り

事業に反映していくこととともに、事業完了後の

住民活動、住民参加にもつながるよう、さらに連

携を深めていきたいと考えております。 

  第１回の答弁とします。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で昼食のため休憩いたします。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 黒磯駅周辺地区の都市

再生整備計画について答弁いただきました。あり

がとうございました。 

  まず、進捗状況のほうの関係からなんですが、

駅西口、東口の整備につきましては、今設計が終

わって、また、あと用地交渉中というような状況

で今進んでいるという中かと思います。 

  また、交流広場については、チサンホテルの解

体の設計が終わって、本年度中に工事を始めると

いうような形かと思います。 

  それで、平成26年度から、これ30年までの５年

間の工事ということでありますが、本年度、平成

26年度の事業につきましては、これは順調に進ん

でいるのかどうか確認させていただきたいと思い

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一） 平成26年度の事業の進

捗状況でございますが、おおむね順調に進んでお

りまして、解体が年内に業者が決まる予定がござ

いますが、期間的に、年度内にちょっと一部終了

できない場合には若干の繰り越しがあるかもしれ

ませんが、ほぼ順調に進んでいるところでござい

ます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 進捗状況については了

解をいたしました。５年間でぜひ終了するような

形で進めていただきたいと、このように思います。 

  続きまして、⑵、⑶、⑸については、ちょっと

関連がございますので、あわせて再質問をさせて

いただきたいと思います。 

  まず、黒磯駅前及び周辺地域活性化懇談会とま

ちなか再生事業、これは今、黒磯駅前活性化プロ

ジェクト、また「えきっぷくろいそ」、こんな話

が出てきておりますが、これは、ともに黒磯地区
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都市再生整備計画について、住民とか市民の意見

を集約をいたしまして、整備のあり方や図書館、

また交流センターの運営、この辺のやり方を提案

する組織ということかと思いますが、ちょっと、

どういう組織なのかよくわからないので、その辺

の関連をちょっと教えていただきたいんですけれ

ども。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） それでは、懇談会と

「えきっぷくろいそ」の関係についてご答弁申し

上げたいと思います。 

  まず、先ほど市長の答弁にもございましたが、

懇談会についてでございますが、こちらにつきま

しては、黒磯駅周辺地区都市再生整備計画による

黒磯駅前周辺の施設の整備にあわせまして、板室

温泉や戸田、青木地区などの周辺地区も含めて全

体のコンセプトをつくるということで設置した組

織だということです。したがいまして、黒磯駅前

だけじゃなくて周辺地域ということで、板室温泉

までの動線も含めてコンセプトをいただくために

設置した組織ということでございます。 

  そして、「えきっぷくろいそ」についてでござ

いますが、こちらについては、より具体的な内容

について議論するために、補助事業でありますま

ちなか再生事業を活用いたしましてつくった検討

組織ということでございまして、こちらでは黒磯

駅周辺地区に特化して、その活性化対策や、ある

いは再生整備の中で予定しております図書館、交

流センター等の機能あるいは活用方法等について

ワークショップを開催して、その内容を取りまと

めの上、市のほうにご提案いただくと、そんなよ

うなことで予定しているということで、組織の違

いはそんなことでご了承いただければと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） わかりました。 

  これの懇談会ですか、活性化懇談会のほうの関

係なんですが、板室街道から板室までというよう

な形でこの報告も来ているわけなんですが、その

中で、やはり板室街道の関係の活性化というのも

非常に私は重要なんだろうと思います。その辺で、

この報告が来ている中で、これをどのように捉え

て、今後どんな開発をしていくのかというのを少

しお伺いしたいなと思うのですが。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 周辺地域を含めての

整備の考え方ということでございますが、こちら

については、今、議員ご指摘のとおり、懇談会の

中であるべき姿というコンセプトをご提案いただ

いています。 

  そんな中で、まずは黒磯駅周辺地域については、

具体的にもう既に26年度から動き出していますの

で、そちらについては具体の計画として今後着々

と進めていくということでございますが、青木、

戸田、板室温泉に至る動線の整備については、今

回いただいたコンセプトというものに基づきまし

て、まずは庁内の関係課において調査研究を進め

ていくという段階にあるということで、ご了承い

ただければと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） これから検討していき

たいというお話ですので、これは了解したいと思

います。 

  やはり、地方は非常に疲弊しているというとこ

ろもありますので、その辺もしっかり捉えて、ま

た、あとミルク街道かなと思いますので、その辺
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のＰＲもぜひよろしくお願いしたいなと思います。 

  では、この懇談会のメンバーと「えきっぷくろ

いそ」のメンバーなんですが、この辺のちょっと

絡みなんですが、市長から答弁があって、当然、

連携はしていくだろうと思うんですが、その辺、

少しお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） お答え申し上げます。 

  懇談会のメンバーにつきましては、地元の委員

さんが８名、そして市外の識者が４名というよう

なことで、12名で構成しております。そんな中で、

地元の委員８名という方が「えきっぷくろいそ」

の主力メンバーとなっていただいているというこ

とでございます。先ほど市長がお答えしましたと

おり、黒磯駅前活性化委員会であったりだとか、

本一会であったりだとか、あるいは駅周辺地区の

商店会の代表の方が懇談会の委員になっていらっ

しゃいまして、その方々が「えきっぷくろいそ」

のまたメンバーになっていらっしゃるという中で、

「えきっぷくろいそ」については74名のメンバー

がございます。それのメンバーの内訳としまして

は、今言った、要するに懇談会の地元の重立った

メンバーから推薦あるいはその会から公募をいた

だいたメンバーで構成しているということでござ

います。加えまして、やっぱり、小学校、中学校

の協力が不可欠だということもございますので、

ＰＴＡ関係のメンバーも「えきっぷくろいそ」に

は参加していただいていると、そんなようなメン

バー構成だということで、ご了承いただければと

思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） メンバーについては了

解をいたしました。しっかり、前の報告と今度出

てくるあれと、連携しているということかと思い

ます。 

  それで、黒磯駅前及び周辺地域活性化懇談会の

最終報告の中で、最後ということで、懇談会に参

加したメンバーの後継の会議体をつくることを検

討してほしいというような要望があるわけなんで

すが、こちらについてどのように考えているのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 懇談会の最終報告の

中に、最後の部分に懇談会からの要望ということ

で書いてございましたが、その扱いについてどう

考えるかということでございますが、まずは懇談

会を今回立ち上げまして、いろいろとご意見を賜

った中で、我々としては、コンセプトについてご

提案いただくのはもちろんですが、それ以外に、

副産物という言い方が正しいかどうかわかりませ

んが、各会の代表の方とのやっぱりこう、すばら

しい人的ネットワークができたというふうに捉え

ておりますので、今後においても議論が継続され

ていくことが「えきっぷくろいそ」の中ではある

と思いますので、そういう中で、「えきっぷくろ

いそ」がぶつかった課題等について、この懇談会

の委員さん方にまた改めていろいろご意見を伺う

場が場合によってはあるのかなというふうに思っ

ているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 内容的には大体わかり

ました。 

  ただ、やはり先日、駅前で、何というか、机と

かたんすとかをやっている方にちょっと話を聞い

てきたら、これ、やっているのはわかっていると

いうことだったんですが、この人は特に那須塩原
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市の人間じゃなくて東京から来た人間だというこ

とで、余り興味がなかったような形だったんです。

その中で、やはりメンバーが固定されている部分

も少しあるのかなというようなちょっとイメージ

がありますので、ぜひ、本当にそこに住んでいる

人たち、また商売をしている人たち、そういう、

やはり実際にそこにいる人の意見というか要望と

いうか、そういうものもしっかり聞けるような形

に、これは要望ということでお願いしたいと思い

ます。 

  それで、懇談会につきましても、提案はしたけ

れども、あとは人に任せるということでは、やは

り、まさに住民の自主性、これはなくなってしま

いますので、ぜひその辺も要望したいと思います。

お願いします。 

  「えきっぷくろいそ」についてですが、ワーク

ショップのちょっと議事録を私、見ました。先ほ

ど74名の人が参加しているということで、本当に

たくさんの人が参加しているなと感心したところ

であります。特に若い人が活発に論議されている

ようにちょっと私からは見えているんですが、市

のほうでも当然会議のほうは見ているかと思いま

すが、この会議の内容とか、また雰囲気、どんな

形になっているのかお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） ワークショップの状

況についてお答えさせていただきます。 

  市長もお答えしたとおり、今までに４回やった

ということでございまして、テーマにつきまして

は、議員も１回ワークショップをご見学いただい

ているということでご承知だとは思いますが、駅

前図書館あるいはまちなか交流センター、さらに

はまちのにぎわいを創出するための新たなイベン

ト、あるいは空き家対策、そんなものをテーマと

して議論いただいているところでございますが、

いつも１グループ10名くらいで、８グループくら

いつくって、その中で活発な議論のやりとりがあ

るということなもんですから、非常に雰囲気がい

い中で遠慮することなく本音でのトークができて

いるのかなというふうに、我々事務局としては見

ているところでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 今、部長からありまし

た、本当に、本音の意見が出ているということは

非常に重要なことなんだろうと思います。それを

いかに拾うかというのが市のほうの役目かと思い

ますので、ぜひ、その辺もしっかり取り組んでい

ただきたいと思います。 

  この整備計画のコンセプトにつきましては、ま

さに都市機能の向上による持続的な中心市街地区

くろいその再興、これが本当に大目標になってい

るんだろうと思っております。これについては、

よく理解いたしました。 

  黒磯駅周辺地区都市再生整備計画事業について

は、図書館や交流センターの建設、駅西口、東口

の整備、周辺地区道路の整備、あわせてまちなみ

環境整備、空き店舗活用事業など、主にハード事

業でありますが、黒磯駅及び周辺地域活性化懇談

会や「えきっぷくろいそ」などが事業に当たりま

して、市民の意見を聴取をして提言を出すという、

本当に新しい取り組みだと思っております。これ

は大変意義あることだと思います。 

  黒磯駅周辺地区都市再生整備計画のコンセプト

は、今まで本当に悲願だった黒磯駅の再興、また

持続可能な中心市街地の再興ということでありま

す。黒磯駅前及び周辺地域活性化懇談会から出さ

れた意見や提言、またこれから、「えきっぷくろ

いそ」から今後新しい意見や提言が出されると思
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います。しっかり住民、市民がみずから主体にな

りまして、まさに、先ほどもありました協働のま

ちづくりの礎となるような、そんな事業になるこ

とを要望して、この項目を終わりにいたします。 

  ３番、総合計画実施計画平成27年から28年度に

ついて。 

  平成27年から28年度の重点事業及び新規事業に

ついてお伺いをするものであります。 

  ⑴放射能対策事業についてお伺いいたします。 

  ⑵子育て応援券の交付についてお伺いをいたし

ます。 

  ⑶放課後子ども教室事業についてお伺いいたし

ます。 

  ⑷那須塩原駅前周辺地区都市再生整備事業計画

についてお伺いをいたします。 

  ⑸庁舎建設事業についてお伺いをいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） ５項目について、順次お答

えいたします。 

  まず、総合計画、27年、28年度についてですが、

初めに放射能対策事業でお答えをいたします。 

  今年度に引き続き空間放射線測定、食品等の放

射性物質検査及びホールボディカウンターによる

放射線内部被曝量測定にかかわる検査費用助成を

引き続いて実施してまいります。また、市除染実

施計画に基づき、新たに事業所等の民間施設や生

活圏に隣接する森林の除染等を予定しております

が、農村の牛舎等についてもこれに該当してくる

と思います。 

  なお、事業を進めるに当たっては、放射線量の

推移や国、県の動向などを注視しながら、実施内

容を検討してゆきたいと思います。 

  次に、子育て応援券の交付についてお答えいた

します。 

  子育て応援券は、子育て支援サービスに利用で

きるチケットで、子育て中の家庭に対し、各家庭

の子育て環境に合ったさまざまな子育て支援サー

ビスを利用する際に使っていただくことにより、

子育て家庭の不安や子育ての負担感の軽減を図り、

家庭の子育て力を高めることを目的としておりま

す。交付対象者や利用できるサービスなど、詳細

な制度設計については大分進んでまいりましたが、

現在もさらに検討をしております。 

  次に、放課後子ども教室事業についてお答えい

たします。 

  放課後子ども教室は、文部科学省の所管事業で、

厚生労働省の所管事業である放課後児童健全育成

事業、これは放課後児童クラブ、学童保育と連携

し、地域社会の中で放課後や週末等に子どもたち

が安全で安心して健やかに育まれるよう、文部科

学省と厚生労働省が連携して実施する事業です。

具体的には、小学校の余裕教室などを活用して、

地域の方々の参画を得ながら、学習やスポーツ、

文化活動、地域住民との交流活動などの取り組み

を実施するものであります。本市においては、一

部の小学校や公民館で同様の事業に取り組んでき

た経緯がありますが、文部科学省の補助事業採択

を受けておりませんでしたので、来年度補助事業

についての検討を行う予定であります。 

  次に、那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画事

業についてお答えいたします。 

  那須塩原駅西口周辺地区においては、良好な生

活環境の確保や県北の新しい拠点都市にふさわし

いまちづくりを行うことを目的として、区画整理

事業が平成25年度に完了しております。しかし、

広域的な商業、業務、行政機能の拠点としての土

地の高度利用が進んではおりません。また、那須

塩原駅の西口広場については、新幹線開業当時に
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利便性の向上を図る目的で昭和62年度に整備が完

了しておりますが、時間の経過とともに車両の乗

り入れ環境が変化していることなどにより、週末

や朝、夕の時間帯には送迎用車両などで混雑した

状態が続いております。また、ＪＲ、ゆ～バスな

どの公共交通車両、観光施設などの送迎用車両の

待機所にもなっていて、利用団体が年々増加をし

ているため、もう飽和状態にあると認識しており

ます。東口広場につきましても、西口広場と同様

に、朝、夕の時間帯にはバスや送迎用車両などで

混雑した状態が続いております。 

  このようなことから、駅前広場の再整備や市道

東那須野大通り線の電線類地中化などを行うこと

を目的として、平成27年、28年度実施計画に那須

塩原駅周辺地区都市再生整備計画の導入に向けた

検討調査業務委託及び駅前広場整備基本計画策定

業務委託を計上しております。 

  最後に、庁舎建設事業についてお答えいたしま

す。 

  新庁舎建設については、現在、市民検討懇談会

で意見をいただきながら進めており、実施計画に

事業費は記載しておりません。今後の検討の進捗

状況によりましては、来年度当初予算または補正

予算での事業費計上が想定されております。 

  以上、現段階の答弁といたします。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） それでは、順次、再質

問をさせていただきたいと思います。 

  まずは放射能対策事業につきましては、先日放

射能対策本部会議を傍聴いたしまして、平成27年

度の計画につきましては了解しているところでご

ざいます。住宅除染については今年度いっぱいで

終了する、特別なところを抜かして終了していき

たいということ。もう一つは、27年度については

事業所と、先ほど市長からもありましたが、牛舎

なんかも入るという形で行うということでござい

ます。 

  若干、ちょっと予算のほうの関係をお聞きした

いと思いますが、実施計画書の中に書いてある金

額なんですが、これについては、平成27年度、31

億2,000万円ぐらいかなと思います。あと、平成

28年度については11億5,000万円の事業費という

形で書かれておりますが、この辺の放射能対策に

ついて、除染とか検査費用とか、もし詳しい金額

が出ていればお伺いしたいと思うのですが。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 平成27年度除染の事業に

かかわる予算というふうなことかと思いますが、

現在、予算のほうにつきましては調整中というふ

うなことで、これから精査するというふうなこと

でございます。ほとんどにつきましては、やはり

事業所除染の費用というふうなことになる予定で

ございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 今、検討中ということ

かと思いますが、除染費用についても、これから

まだまだ、少し出てくるのかなとは思っておりま

す。 

  少し、ちょっと要望的なお話になりますが、除

染事業に関しては、ぜひ地元の活性化のために、

地元業者を優先的に使っていただけないかなと、

このようにも思っているんですが、この辺はどの

ように考えていますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） この間の放射能対策本部

の中でもスケール的には、年が明けまして、それ

からの事業所の皆様方に意向を調査してというこ
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とで考えております。そんな中で、どの程度申請

が上がってくるのか、そういったところを見きわ

めて対応をしていきたい。できるだけ、規模的に

どうなのかというふうなところはありますが、地

元の対応というふうなことも検討していきたいと

いうふうには考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） わかりました。ぜひ、

地元のほうにつながるような仕事もお願いしたい

なと思います。 

  この除染計画につきましては平成28年度までと

いうような形になっているかと思いますが、この

後の計画とか、そういうものは、今何か考えてい

るものがあればお伺いしたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 現在の除染実施計画につ

きましては、ただいま議員からのお話がありまし

たように、平成28年度までというふうなことにな

っております。今後につきましては、27年度、28

年度では事業所の除染あるいは森林の除染という

ようなことで位置づけられているわけでございま

すが、29年度以降につきましては、現在のところ

まだ検討してございません。今後につきましては、

国あるいは県等の状況を見ていきながら検討を進

めていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 了解いたしました。ま

だ、２年先になるかと思いますので、ぜひ国・県

の状況等を踏まえて検討していただきたいと、こ

のように思います。 

  続いて、子育て応援券の関係でございます。今、

まだ検討中ということだったんですが、金額的に

どのぐらいとか、対象をどのぐらい考えていると

か、年齢対象をどこまでで、どういう人にこの券

を配るんだというのがもしわかれば、お願いした

いんですが。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） これも確定というわけでは

ありませんが、先ほどの答弁で検討がかなり進ん

でいると、かなり進んだ部分についてのみお答え

したいと思います。 

  この支給年齢対象はゼロ歳児から２歳児まで、

と言いましても、本市では合併以来生まれている

子どもが1,000人以下になったことはございませ

ん。昨年が1,099人ですから、２千百何十名が対

象になってくると、この状況が進めば。この金額

等についても、金額がある程度固まらないと予算

編成にもあれだということで、１年間、その１人

のお子さんに対して、赤ちゃんではなくて、その

お母さん、ご父兄に対して年間２万4,000円、も

しかすると500円の券で48枚と、そんな制度設計

で現在、大分固まってきたというところでござい

ます。 

  利用できるサービス等につきましては、ファミ

リーサポートセンターの送迎、一時預かり、ある

いは保育園の家事支援サービス、これは受け皿探

しも今進めておりますが、やると言っても受け皿

がないとできません。あと、確実にできるのは、

絵本とか、あるいはベビーカー、こういうものの

購入についてはもうご自由に選択をしていただけ

ると、そんなところまで進んでおります。 

  なお、細かに言えば、これ、突然やる事業なの

で、「はい、券が出ました」といって、有効にき

ちっと、持っていって使えるかどうかというのも

あるので、できれば初年度に限り交付された券、

有効期間を２年間とか、こういう猶予をみてやっ
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たらいいのではないかと、こんな細かな点につい

ても現在、最終、詰めの段階を迎えておりますの

で、イメージとして記憶に置いていただければと

思います。これが大きく変わるということはござ

いません。 

  以上、私のほうから。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 検討中の中で詳しく言

っていただきまして、本当にありがとうございま

す。 

  なかなか、この子育て応援券というものを使っ

ている多分行政も余りないんだろうと思います。

私もちょっとひいたら、杉並区でまだやっている

ような形があります。ぜひ、そういうところも参

考にしながらやっていただきたいなと、このよう

に思います。 

  財源についてなんですが、これはちょっと、ど

のように考えているのかお聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） ただいま、子育て

応援券事業をやるに当たっての財源ということで

ご質問をいただいているところでございます。 

  特に現時点におきましては、これをやるための

国の補助制度ですとか起債制度とかということが

あるというふうには聞いておりません。現時点に

おきましては、市の単独、持ち出しということに

なろうかと思っておりますけれども、何かそのよ

うな有効に使えるものがあれば、そこら辺はぜひ

活用したいなというふうに思っているところでご

ざいます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） わかりました。もし、

国のほうで使えるようなシステムがあれば、ぜひ

検討していただきたいと思います。 

  続いて、放課後子ども教室事業についてでござ

いますが、先ほどご説明をいただきました。放課

後児童クラブと非常に同じような形なのかなと思

ったんですが、多分こちらについては文部科学省

のほうの事業だという形かと思っております。ち

ょっとこれの、この今の児童クラブと放課後子ど

も教室、ちょっとよく私も理解ができないところ

があるんで、もう少しちょっと詳しくお話をいた

だければと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（伴内照和） ご質問にお答えいたしま

す。 

  現在、本市でも進めております放課後児童クラ

ブにつきましては、基本的には留守家庭のお子さ

んが対象ということで、現状では小学校の１年生

から３年生までと。今回、法改正がありましたの

で、来年度からは６年生までということで考えて

おりますが、放課後子ども教室につきましては全

ての就学児ということですので、１年生から６年

生までが対象となります。ただ、その留守家庭と

か、そういった縛りは基本的にはないというのが

基本的には大きな違いということで、ご理解いた

だければと思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 大体、内容的にはわか

りました。 

  特に、これは学校の教室なんかを使うというよ

うなお話かと思いますが、学校の先生との絡みと

いうのはどんな形になるのか、もしわかればお願

いしたいと。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 



－64－ 

○教育部長（伴内照和） 今回、国のプランの中で

示されている子ども教室につきましては、あくま

で地域の方々が主体で運営するということで、計

画の中でも学校との責任の明確化をはっきりしな

さいというような一つの考え方が示されておりま

すので、学校の先生方が授業が終わった以降の放

課後の中で子ども教室に参画するというのは、基

本的には計画の趣旨とは違ってくるというふうに

考えております。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 了解いたしました。責

任の明確化、非常に重要ですので、学校関係とも

しっかりお話をして進めていただきたいと、この

ように思います。 

  子育て応援券の交付、また放課後子ども教室事

業の２つの政策を見ましても、事務事業推進のキ

ーワード「未来への投資」、まさに将来を担う子

どもへの後押しがあらわれていると思っておりま

す。本当に子育てに優しい那須塩原市、大いにＰ

Ｒしていただきたいと思います。 

  ⑷の那須塩原駅周辺地区都市再生整備計画事業

について、再質問を行いたいと思います。 

  まさに、区画整理事業が終わって、那須塩原駅

前に商店、全くないというのが本当のところかな

と、私も、誰が見てもそう多分思っているのだと

思います。やはり、那須塩原駅前、この商店が出

てこなければ、本当にただ通過するだけの駅にな

ってしまうんだろうと思っていますので、この計

画、非常に私は重要な計画だと思っております。 

  少し、どんな内容になるのかというのを、地中

化とかちょっと聞いたんですが、その辺のイメー

ジですが、前にイメージパース、こんなものがち

ょとできていたんですが、どんなイメージでこれ

を進めていくというのをお伺いしたいんですが。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一） 整備のイメージという

ご質問でございますが、ただいまの質問の中でイ

メージパースというようなお話がございました。

平成24年度にイメージパースを策定しておりまし

て、その際には、駅前広場の整備につきましては、

下側、車の部分につきましては駅前広場の整備を

して、上側、車と歩行者の分離ということで、広

場の上側につきましてはペデストリアンデッキを

設置して、那須の連山の眺望も生かした整備をし

たいというふうに考えておりました。そういった

中で、今回の整備につきましても、具体的な内容

につきましては今後検討していくことになります

が、ただいま言いました商業施設がないというよ

うなことでございます。これらにつきましては、

これらを、駅前の整備を県北の玄関口にふさわし

い駅前の整備等をすることによって環境の整備が

整って、そういった中で土地利用も高めていける

のではないかなというふうに考えておりますが、

そういった、どういった商業施設かというのは今

後、検討の中で策定していくわけでございますが、

今のところ大規模な商業施設ということではなく

て、小規模な商業施設の集積というふうに考えて

おりまして、そういった中で、そのためにはどう

いった方法がいいか、どの辺のエリアがいいかと

いうのを今後計画策定の中で検討していきたいと

いうふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） イメージ的には大体わ

かりました。 

  そこで、非常にこれはお金がかかる事業だと思

います。よく決断されたなと思います。その辺で、

事業期間と財源的なもの、どんな形で出していく

んだというのがもしわかれば、お願いしたいと思
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います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一） 事業期間と財源という

ことでございますので、事業期間につきましては、

平成27年度に調査検討を行いまして、28年度に計

画書を国のほうに提出をしたいというふうに考え

てございます。そうしますと、29年度から平成33

年度までの５カ年ということで、現在想定をして

おります。 

  また、財源でございますが、財源につきまして

は、事業費概算で今の想定で、見込額では約31億

円というような想定事業費を見込んでおります。

駅前広場の整備が主なものでございますが、そう

いった中で、この事業につきましては、先ほど言

いました都市再生整備計画事業というのを導入す

る予定でございますので、それらの国庫補助のほ

うを受けられるということで考えてございます。

そういうことで、今後、協議を進めていきたいと

いうふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） わかりました。29年度

から５年ぐらいかけてというお話、また、あと31

億円ぐらいかけていく。これは、まだまだこれか

らのお話になるかと思いますので、ぜひ、那須塩

原駅が本当に発展してもらうような、そんな事業

にしていただきたいと思います。 

  もう一点なんですが、やはりこの駅前整備とか

開発については、民間の開発会社等がやはり出て

こないと、なかなか進まないというのが現状かな

と思うんですが、この辺、開発会社等の誘致とい

うか、そんなことを考えているのかどうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一） 民間の開発業者という

ことでございますが、西口周辺の土地利用につき

ましては、本年度６月議会に補正予算で承認をい

ただきまして、那須塩原駅西口周辺土地利用支援

業務というのを委託しております。この業務の中

で、今、中間報告をいただいておりますが、大手

建設会社、ゼネコンと呼ばれる会社、またディベ

ロッパーですね、土地の関係の開発をやっている

会社、また建築家などにヒアリングを行った結果、

先ほど言いました、大規模な商業施設よりも小規

模な商業施設の集積がよいのではないかというふ

うな提案をいただいておりまして、その中である

業者が、名前は出せませんが、ちょっと興味を示

していただいているというような現状がございま

すので、そういった業者に今後、検討の中に入っ

ていただければいいのではないかなというふうに

考えてございます。具体的には今後、27年度、28

年度にかけて計画を進めていきたいというふうに

考えてございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） 了解いたしました。こ

れから、やはり、しっかり考えていくという話か

と思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。 

  最後の庁舎建設事業についてお伺いをいたしま

す。 

  先ほど市長からもあったんですが、27年度、28

年度の実施計画の中では予算が組まれていないと

いうことでありますが、今後、懇談会との話し合

いを見て、来年度の当初予算か補正予算にかけて

くるというようなお話でございました。その中で、

懇談会、どんな意見が出ているのかお伺いしたい

と思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 
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  企画部長。 

○企画部長（片桐計幸） 懇談会の状況でございま

すけれども、これまで、どのような庁舎を望むか

というようなことでの意見をいただいてきました。

10月末には、先進の自治体の視察ということで青

梅市、立川市への視察を実施したところでござい

ます。 

  これからにつきましては、具体的にといいます

か、場所を選定をしていかなければならないとい

うところもございますので、基本構想の取りまとめ

というところに入ってくるという状況でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 14番、眞壁俊郎議員。 

○１４番（眞壁俊郎議員） わかりました。基本構

想の取りまとめをしていくと、場所もこれからと

いう形かと思います。 

  那須塩原市は来年、市制10周年を迎えます。こ

の間、順調に進むと思われた市政運営でありまし

たが、平成23年３月11日に発生した東日本大震災、

福島第一原子力発電所の事故により市政運営は一

変をいたしました。ここ数年、市民の安全・安心

を最優先に除染事業や風評被害対策、耐震事業な

どの業務に集中的に取り組み、市民の安心・安全

は確実に進められたと思っております。 

  新庁舎建設は、平成15年９月26日の第８回合併

協議会の中で、将来の庁舎の位置は那須塩原駅周

辺とする。その理由は、新市の将来構想において、

那須塩原駅周辺は公益的拠点として新市の中心的

機能や県北の拠点形成のためには大変重要な位置

として決められ、新市計画期間である10年以内と

すると決めまして、３市町が合併をいたしました。

県北の拠点形成においては、現在、那須赤十字病

院の新設、那須地域広域消防署の建設、定住自立

圏構想など県北の広域化が進んでおり、那須塩原

駅周辺への新庁舎建設は那須塩原市、また栃木県

県北の発展には欠かせない、大変重要な事業であ

ると思っております。 

  那須塩原駅前周辺には、東京まで１時間の新幹

線駅、都心から２時間で着くインターチェンジ、

若者に人気のあるショッピングモール、工場の撤

退は非常に残念でありますが、広大な工場敷地な

ど、まさに那須塩原市の発展に大きな要素がある

ものがそろっております。 

  市長が進める定住促進政策は、国が進める地方

創生の柱である東京圏への人口集中是正、それぞ

れの地域で住みよい環境の確保をして、将来にわ

たって活力ある日本社会の構築、合致する施策で

あり、新庁舎計画、定住促進施策など、将来への

投資も期待をいたしまして、志絆の会の代表質問

を終わりにいたします。ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、志絆の会、会派

代表質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 １時４８分 

 

再開 午後 １時５９分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 相 馬 義 一 議員 

○議長（中村芳隆議員） 次に、21番、敬清会、相

馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 敬清会、会派代表質問

を行います。 

  質問に入る前にですが、会派代表質問になりま

すと、どうしても質問内容が重複してしまいます。

公明クラブ、さらには志絆の会の会派代表質問と
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重複している質問等もあります。答弁については、

もちろん同じ答弁でしょうから、答弁はいらない

というわけにはいかないと思いますが、簡素に答

弁を願えればと思います。よろしくお願いします。 

  １項目めでございます。平成27年度実施計画と

予算編成方針について質問いたします。 

  平成17年１月１日、県内合併第１号として新市

那須塩原市が誕生してはや10年が経過しようとし

ております。 

  少子高齢化、厳しい財政状況、社会経済の変化

や地方分権の進展と、地方制度の変化に対応でき

るまちづくりを構築してきた第１次那須塩原市総

合計画も残すところ２年となります。 

  また、阿久津市長の任期についても、後期の予

算編成となることから、以下の点についてお伺い

します。 

  まず、事務事業推進のキーワードを「未来への

投資」とし、本市独自の施策として、「将来を担

う子どもへの投資」、「若者・女性が活躍できる

環境への投資」、「障害者や高齢者など市民が安

全・安心に暮らせる住みよさへの投資」と掲げて

おりますが、どのような事業内容を計上するか、

お伺いします。 

  ２番目として、市制誕生10年を経過し、合併の

検証を踏まえた予算編成としていくのか、考えを

お伺いします。 

  ３番目、実施計画から、以下の事業について内

容をお伺いします。 

  ①として、子育て応援券事業について。 

  ②、那須塩原市立地適正化計画策定について。 

  ③として、那須塩原駅東口エレベーター事業に

ついて。 

  ④市制10周年プレミアム商品券についての事業

についてお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 平成27年度実施計画と予算

編成方針について、順次お答えを進めます。 

  事務事業のキーワードを「未来への投資」とし、

本市独自の施策として、事業内容についてですが、

引き続き人口減少問題への早期な取り組みとして、

定住促進を図るため、本市の定住促進計画に沿っ

た短期的目標である、市への転入者数が転出者数

を上回ることの達成に向け、計画に沿った事業を

重点的に取り組んでまいります。 

  国際化が進む現代社会に対応し、特色ある教育

を推進していくため、引き続き英語教育の充実を

図るとともに、小学校及び中学校へＩＣＴ機器の

導入を進めてまいります。子育て世代に対しては、

安心して働けるよう、待機児童ゼロを目指して保

育園や認定こども園の整備を行い、あわせて学童

保育の充実を図ってまいります。また、未来をつ

くる地域産業の活性化を図るため、市誕生10周年

記念事業の一つとしてプレミアム商品券の発行を

行うとともに、計画的かつ効率的な土地利用の誘

導や、市街地の整備を図るため、那須塩原市立地

適正化計画の策定に取り組むことといたします。

また、安全・安心に暮らせるまちづくりとして、

公約を掲げております放射能対策事業を継続して

実施するとともに、地域見守り支え合い事業や、

那須塩原駅東口バリアフリー化事業等を実施する

ことで、本市の住みよさをさらに向上させていき

たいと考えております。 

  以上、主な事業ではございますが、これらの事

業につきまして、新年度に向けて実施を予定して

おります。 

  また、合併の検証を踏まえた予算編成として、

幾つかお答えを申し上げます。 

  合併の検証については、９月の定例会において、
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藤村議員の質問にお答えしたとおりであります。

合併後５年という一つの区切りを迎えた平成22年

度において、過去を振り返るという観点に立ち実

施したところであります。本年度におきましては、

改めて合併の検証ということでの実施はいたして

おりませんが、合併特例債の期間延長に伴う新市

建設計画の改定の検証におきまして、合併10周年

という節目を迎えるに当たっては、未来志向で、

次世代のために夢が育まれるまちづくりにつなげ

ていけるような取り組みを行っていくとしたとこ

ろであり、平成27年度当初予算編成方針でお示し

した事務事業推進のキーワードである「未来への

投資」は、まさにこれに合致したものであると考

えております。 

  平成27年度当初予算編成については、改訂を行

った新市建設計画や、定住促進計画を踏まえ、次

の時代に向けて第一歩を力強く踏み出していける、

そういう予算にしたいと考えております。 

  ⑶の事業内容について、順次お答えします。 

  ①の子育て応援券事業についてお答えいたしま

すが、この事業につきましては、志絆の会、眞壁

俊郎議員の会派代表質問にお答えしたとおりであ

りますが、現在、利用できるサービスなどの細か

な制度設計を詰めているところでもございます。 

  考え方といたしましては、先ほども申し上げま

したが、ファミリーサポートセンターの利用など、

子育て中の家庭の子育てにおける不安や負担感の

軽減を図ることを第一とし、サービス内容をさら

に厚くしていくことも検討しております。 

  続きまして、那須塩原市立地適正化計画の策定

について、お答えいたします。 

  本市は、平成21年３月に策定した那須塩原市都

市計画マスタープランにおいて、将来都市構造の

基本的な考え方として、集約型都市構造への転換、

いわゆるコンパクトシティーへの転換を定めてお

り、計画的かつ効率的な土地利用の誘導や、市街

地の整備等を図ることとしております。今後、少

子高齢化がより一層進行する見通しがある中で、

定住促進とともに将来にわたって持続可能な都市

づくりを推進するためには、拡散型の都市構造か

ら集約型の都市構造への転換を図ることが必要不

可欠であると考えられます。このため、本市とし

ては、都市計画マスタープランで掲げた集約型都

市構造への転換に関し、今後、具体的に取り組ん

でいく必要性に鑑み、去る６月13日に改正された

都市再生特別措置法に基づき、平成27年度から平

成29年度の３カ年で那須塩原市立地適正化計画を

策定することといたしました。 

  当計画においては、医療、福祉、教育、文化、

商業などの施設を都市機能誘導区域に、住居を住

居誘導区域に誘導するためのゾーニングを行うも

のです。本計画を策定することにより、計画で定

めたゾーニング内への誘導を促進するための市の

施策について、国からの支援が強化されます。本

市といたしましては、当計画の策定を契機とし、

集約型都市構造への転換に向け取り組んでまいり

ます。 

  続きまして、③の那須塩原駅東口エレベーター

事業についてお答えいたします。 

  那須塩原駅東口のエレベーター設置については、

駅東口の利用者が安全で快適に東西連絡通路を利

用できるよう、バリアフリー化事業として東口に

エレベーターの設置を行うものであります。エレ

ベーターの設置に当たっては、駅東口を利用して

いる近隣自治体で構成される協議会を設立したい

と考えております。今後のスケジュールとしては、

平成27年度に詳細設計、平成28年度に設置工事を

予定しており、ＪＲ東日本と現在、詳細協議を進

めているところでもございます。 

  ④ですが、市制10周年プレミアム商品券につい
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てお答えいたします。 

  プレミアム商品券発行事業については、市誕生

10周年記念の事業に位置づけ、那須塩原市商工会

と西那須野商工会との共同事業として実施を予定

しております。また、市内観光協会とも連携し、

市内の旅館、ホテル等でも利用できる商品券とし

て発行する予定であります。事業内容の詳細は現

在検討中でありますが、これにつきましても検討

が大分進んだと、こういう状況にございます。 

  本事業は、各店舗等にも、消費者である市民に

もその効果が期待でき、市内経済の好循環を促進

するものでありますので、市民の購買意欲を喚起

できるようなプレミアム感を出してゆきたいと思

っています。 

  第１回の答弁にかえます。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 最初に申し上げたよう

に、会派代表質問、重複していますので、この１

番目の質問についてはおおむね理解をしていると

ころでございます、⑴です。 

  まず、市長が就任して以来、さまざまなこの議

会とのやりとり、ございました。「入るを量りて、

出ずるを為す」という言葉をこう出して、この財

政運営に取り組んできたと思います。また、二宮

尊徳の分度・推譲も取り入れて、そういった中で、

市長はみずから自分の報酬あるいは副市長、教育

長の報酬等も削減をし、この財政に対してはシビ

アに取り組んできたと思います。当然ながら、多

くの市の執行部の方々、あるいは市民にとりまし

ても、そのようなことがあったのかなと、特に補

助金などの件についても、議会でも随分、議論を

交わしたところでございます。そういった経緯が

あった中で、このたび、今回の「未来への投資」

ですか、将来に対する投資を、27年度の予算にそ

のようなキーワードを持ってきたのかと思います。 

  今までのこの取り組み、さらには、この27年度

に対するこのキーワード、市長の考えというのを、

もう一度聞かせていただきたいのですが、よろし

いでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） ただいまの質問を受けた内

容については、ほとんど覚えております、この議

会でのやり取りも。それでも、意を決していた部

分が非常に強くて、やっぱり「入るを量りて、出

ずるを為す」ではありませんが、あるいは定住促

進ではありませんが、国と県に対して要望してい

るうちは非常に打てる手が限られると、こういう

ことで、みずから手を打つためには、やっぱり財

源のストックを確保する、ストックをすると。こ

れは、見方によっては本当につらい仕事で、これ

について私が市民の批判を受けたのも十分承知し

ておりますが、任期は４年あると、２年間悪者で

過ごして、そしてストックしたものを目的を絞っ

て、きちっと市に還元していくと。こういうこと

が根底で、初めから自分の心に決めて進んだこと

でございまして、これについていただいた批判等

についても謙虚に受けとめておりますが、やはり

総括すると、定住促進、「未来への投資」をする

ためにはどこかで、ここがポイントだと思うんで

すよ、財源のストックをしなければ絶対不可能。

そういう意味で、今回のこの「未来への投資」に

やっと４年目でたどり着けたと、こんな気持ちで

おりまして、この考えはある程度正しかったので

はないかと、自分流にはそんな考えで現在の新し

い年度の予算編成にも取り組ませていただいてお

ります。 

  正直なところ、もう本当、ポイントありません

が、こんな考えで取り組んでまいりました。これ

からもやらせていただきたいと思っています。 
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○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 市長が就任した当時、

すごくその大胆な施策といいますか、財政につい

てはとったなという、私たちもそういうような感

覚は持っていました。しかしながら、この残りの

財源をストックしなくてはいけないという、そう

いった気構えというか、考えがあっての施策だっ

たのかなと今思います。 

  実は、私ども会派で２年ぐらい前かな、海士町

に行ってきました。そのときはＩターン事業につ

いての視察を研修してきたわけでございますが、

当時の、今もそうですか、山内町長が、ちょうど

時間があいたので、町長室のほうにちょっと来て

話しますということを言ってくれました。その中

で、ちょうど今市長が話されたようなことをおっ

しゃっていました。海士町というのは隠岐の島と

いうところで、実は離島交付金が国から随分来て

いて、その離島交付金で公共事業を繰り返してき

た町だと。このままでいったのでは、この海士町

自体が当然だめになってしまうと。自治体として

成り立っていくのは難しいんじゃないかという危

機感を持って、みずから町長あるいは職員の給料

をすごい割合でカットをしましたね。そういった、

やはり行政の動きに対して、じゃ、町民がどうい

うふうに捉えたのかというと、やはり町民もその

辺を理解をしたという、町長のそういった判断に

対して町民が理解し、例えば、今まで高齢者の無

料のバス、これを無料で乗っていたんではいけな

いということで、有料にしてくださいとか、その

ような話があって、今、海士町は人口もむしろふ

えている。わずかではございますが、後のＩター

ン事業もありまして、何かこういった人口が減ら

ない施策ということで、よくテレビなんかでも海

士町が取り上げられるような状況になったと。そ

んなお話を私も聞いていて、今思えば、阿久津市

長の今までの施策は間違っていないのかなと今思

っているところでございます。そのようなことで、

１番については了解をするところでございます。 

  ⑵に入ります。 

  この件についても、９月議会で確かに藤村議員

が検証というお話をしたかと思います。５周年記

念のときは検証をし、その合併後の市民がどのよ

うに市民生活が変化したのかとか、そういったこ

とが検証されたかと思います。今回においては、

前向きに、過去のことではなく、今度は未来に向

かってのために、10周年においては検証しないと

いう答弁だったかと思います。これ、何年にたっ

て、何年だから検証する、しないということは、

これはいろいろ考えがあるかと思いますが、それ

はそれで理解をしたいと思います。 

  しかしながら、この10周年記念事業を迎えるに

当たって、行政運営においてちょっとこう考えら

れる、合併してよかった点、あるいは改善が必要

ではないかと思われる点がありましたら、その辺

の考えをお聞かせください。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） ９月のとき、私、議事録を

読んでいないんですけれども、この合併について

の検証、これについて、もしかすると言っていな

いかも、言ったかもしれませんが、全体としては

とてもいい合併だったと。その根拠となるものは、

つい７年ぐらい前まで大田原市と住みよさランキ

ングが何百番台かで一緒だった。これが、非常に

那須塩原市は急成長を遂げて、今、県内一の住み

よさランキングを築けた。これ、合併が悪ければ

こうはいかなかったのではないか。細かな点にお

祭りをどうするとか、たくさんありますが、これ

は大枠で見ると、そのことに尽きるのではないか。

あるいは、人口等につきましても今大きな課題に
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なっておりますが、合併して大体2,000人ちょっ

とふえて、10年間で、ここ何年かは20人とか15人

とか減っているんですが、トータルで2,000人以

上ふえていると。こういうのも、県内ではこうい

う例は見られないと。そういう具体的な―あと、

先ほど申し上げましたように、出生率が年々上が

ってきて、今本当にトップを争うところまで来て

いると、こういうことも、これは合併していい、

悪い、評価をする、しない―でも内部ではそう

いうことが起こっているということを総体的―

あと、もう一つありましたよね。私はよく議会の

改革度とか、あるいは魅力度ランキング、これは

日光は断トツですけれども、県内２番目にあると。

議会の改革度なんかも２番目にあると、県内で。 

  こういうのから見ると、合併そのものとして具

体的に出てきた結果は、いい数字が比較的ならん

でいる。そういうことからすると、合併の検証に

なるか、ならないかはわかりませんが、非常にう

まくいった合併であると自負を持っております。

こんな評価で臨んでおります。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 理解を示すところでご

ざいます。 

  続きまして、私は大変質問項目が多いものです

から、次に行かせていただきます。 

  実施計画からでございます。 

  子育て応援券事業についてでございますが、こ

れは先ほども眞壁議員のほうで随分詳細を答弁さ

れたと思います。ゼロ歳から２歳まで約2,000名、

年間２万4,000円ぐらいのということで、詳細に

ついてはまだ検討中ということでございますが、

先ほどのファミリーサポートの一時預かりや絵本

やベビーカーという答弁がありました。まだ検討

中でございますので、例えば粉ミルクとか、おむ

つ、そういったものも考えられるかどうかだけ、

ちょっとお聞きします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（松江孝一郎） 子育て応援券の利

用できるサービスの範囲というご質問でございま

す。 

  市長のほうのご答弁でも検討中ということでお

答えしておりますけれども、担当部局で検討して

いる中ででございますけれども、できましたら紙

おむつとか、粉ミルクについては消耗してなくな

ってしまう―手助けになることは間違いない事

実ではございますが、そういうものでないところ

に充てるような制度にしたいなというふうに担当

としては思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 理解しました。 

  いずれにしても、子育てする若い親御さんたち

の応援券でございますので、その方々が使いやす

いような応援券にしていただければと思います。 

  続きまして、市立地適正化計画策定でございま

す。 

  先ほどのご答弁をお聞きしますと、６月13日に

土地再生特別法という法ができまして、その中で

都市計画マスタープランにおいて那須塩原市はコ

ンパクトシティーを目指すんだと。さらには、土

地の利用において誘導区域を設けるんだと。都市

機能誘導区域、あるいはこれは医療、教育、文化

等と市長が申し上げたかと思います。それと、居

住の区域ということがあるかと思いますが、その

点についてちょっと詳しくご説明をお願いできれ

ばと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一） 今、区域ゾーンのご質
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問がございましたけれども、先ほど答弁にありま

したように、都市機能誘導区域というのは医療、

福祉、教育、文化、商業などの施設を誘導する区

域ということで、主に用途地域というものが市に

おいては決定されておりますので、そういった用

途の中にそういった施設を誘導して利便性を高め

ると。あとは、公共交通等の充実も図るというふ

うな趣旨でございます。 

  また、居住誘導区域につきましては、用途地域

に限らず、外のエリアにつきましても設定するこ

とは可能であるというふうに国のほうの説明がご

ざいましたので、そういった中で２つの区域の設

定をしていくというようなことになるというふう

に考えてございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） これも鈴木議員の質問

の中で答弁されたかと思います。いわゆる地域と

地域、小さな集落と集落を結ぶためのデマンド交

通なんかの充実を図るというお話があったかと思

います。その辺はそういうことで理解してよろし

いんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一） 公共交通の利便性の向

上につきましては、都市の再構築、コンパクトシ

ティーの中では欠かせない施策ということになる

と思いますので、そういったことでそういった連

携を図りながらそういったものも進めていくとい

うようなことになるというふうに考えてございま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） これは既にもう体制は

整っているんですか。もし整っているとすれば、

その体制はどのような体制になっているのか、お

伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一） 体制というふうなご質

問でございますが、先ほど申しましたように、本

計画につきましては３カ年で策定する予定となっ

ておりまして、初年度の平成27年におきましては

庁内の関係各課、たくさんの課がございますが、

そういった課で構成される庁内検討会議、これを

立ち上げまして、この中で都市機能誘導区域と居

住誘導区域のゾーニングを決めると。たたき台、

素案をつくるというような経過でございまして、

さらに２年目の28年度におきましては庁外の組織

としまして関係団体等で構成される都市再生協議

会、こういったものをつくりまして、行政サイド

で策定しました素案をたたき台としまして、その

中で審議をしていただくというふうなことになっ

ておりまして、またさらに市の都市計画審議会と

いうものもございますので、市の審議会の中でも

審議をしていただきまして、とりあえず平成28年

度につきましては都市機能誘導区域、これらまで

28年度に固めて、最終的に平成29年度におきまし

て、その固めた計画案をまとめてパブリックコメ

ントや説明会などを実施しまして、議会の承認を

得て計画として決定したいというように考えてご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 理解をいたしました。 

  それでは、次の③に入ります。東口のエレベー

ター事業についてでございます。 

  今回の予算書を見ますと、平成27年度に設計が

1,000万円、28年度に事業費で9,500万円の計上

―実施計画ですね、されていますが、以前です



－73－ 

が、建設部長とこのような東口のエレベーター、

どのくらいかかるんだろうななんていうお話から

言いますと、非常に高額な金額になっております。

それがどうしてかは別としますが、そうしますと

今後このエレベーター、大変地域の方にとっては

うれしい出来事であります。先ほどの答弁にもあ

りましたが、周辺自治体と協議会を考えていると

いう答弁があったかと思います。周辺自治体とは

どこの自治体を示すのか、また今後どのような協

議会で協議をするのかについてお伺いをいたしま

す。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一） 協議会の構成自治体に

つきましては、那須地域定住自立圏の構成市町で

あります大田原市、那須町、那珂川町、本市の４

市町を予定しておりまして、その協議会の中で設

置費用の負担割合等を、あとは管理の自治体とか、

そういったものを協議していきたいというように

考えてございます。 

  また、先ほど、前にお話のときよりも大変高額

になっているというふうな話がありましたので、

それらにつきましてもちょっとお答えさせていた

だきますが、市で当初見込んでいたのは大体

5,000万円ぐらいあればできるのではないかなと

いうふうに想定をしていました。その後、ＪＲと

も協議をしておりまして、ＪＲの敷地内への設置

を考えておりますので、ＪＲのほうに委託をしな

ければならないということがございます。そうい

った中で、県内でもＪＲのほうに委託して設置し

た箇所がございますので、それらの事業費がこの

ぐらいかかっているということで、この額を計上

しております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） ありがとうございます。 

  今、ＪＲと詳細を進めている最中だということ

でございますが、これはＪＲ側からも幾らか負担

はしていただけるんでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一） ＪＲとの協議の中では、

ＪＲの敷地内であっても駅の構外の場合には関係

する自治体での設置になりますよというお話をい

ただいておりますが、エレベーターの設置につき

ましては市としてもＪＲのほうに要望活動で要望

しております。そういった中では、ＪＲとしても

支援をしていきたいというふうなことで支援はい

ただけるものというふうに思っておりますが、費

用の負担がもらえるかということは今後の協議の

中でありますけれども、ＪＲからの費用の負担は、

今までの協議の経過からすると難しいのではない

かなというふうに考えてございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） わかりました。 

  いずれにしてもエレベーターについては私だけ

じゃなく、伊藤議員もたびたび質問をした経緯が

あります。この後、５項目めの質問においても関

連した質問をしますが、あの東口の再開発につい

ては地元の方も含めまして大変望んでいるところ

でございますので、このエレベーター設置、場所

等は我々常任委員会としても大体把握していると

ころでございますが、住民の中にはちょっとあそ

この場所じゃなく違うところも考えてほしいとい

う変更の願いもあるにはあるところでございます。

そのような考えがあることだけちょっと聞いてい

ただければと思います。エレベーターについては

そういうことで理解はするところでございます。 

  ただ、今聞いて建設の負担割合の件ですが、建
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設と管理費も含めて負担というので、なかなか那

珂川町さんなんかは理解できるのかなと、ちょっ

と気になるところでございますが、なるべく駅を

利用する周辺自治体ということで協力をお願いし

ていただきたいと思います。 

  次に入ります。 

  ④でございます。市制10周年のプレミアム商品

券について再質問します。 

  先ほどの答弁では、随分検討が進んでいるとい

うことで、２つの商工会との協働、そして観光協

会などとの連携でこの事業をするわけでございま

す。もちろん発行するに当たっては、10周年記念

事業ではございますが、この目的。先ほど市長の

ほうからも少し話がありましたが、もう一度その

目的についてと、予想できる効果はどのくらいか。

もちろんこれに投じる金額がまだお示しされてい

ないかと思いますが、その辺をお聞きしたいと思

います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） これは対外的にお話しした

ことはございませんので、多分内容は霧の中と。

ただ、これにつきましては直接の効果というもの

はやはり消費税の引き上げによる購買意欲の低下、

こういうことが商店会を覆っておりまして、６月

の議会を過ぎたあたりから、これは商工会関係者

が直接市長室に見えて、どんなお話ですかと言っ

たらこの話だったんです。これは数カ月かけて、

あと詳細の内容については部長中心に商工会と折

衝を重ねておりましたが、過日、西那須野商工会、

那須塩原の商工会長初め、幹部の皆さんがそろそ

ろ決めないとという話でまた私のところにお見え

になりました。どういうことを考えているのかと

お話ししたら、商工会としては、10周年の冠がつ

くので過去に例のないぐらいの規模で思い切って

やりたいということでございまして、そういう意

味で最終だと思いますが、商工会側からは総額３

億円、そして20％のプレミアム―那須塩原は

20％を市として負担していただきたいと。こうい

うことで、これは私にとっては突然の話ではなく

て、もう６月以降から半分くれとか、３割だとか

と言っていたんですが、それは無茶苦茶なことは

できません。最高譲れる範囲というのは近隣を調

べてもおりましたので、20％プレミアム、総額

6,000万円の出費と、こういうことになってくる

と思いますが、これについては特にこれから継続

してということではなくて、10周年の記念事業と

して行っていくと、こういう中で話がほぼ固まっ

たということで、来年の予算には間違いなくその

金額が上がってくると思います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） プレミアム率が20％と

いうことで大変大きな20％。消費税が上がったこ

とによる消費低迷ということで地元の商工会、商

工業者が困っているといいますか、その辺を踏ま

えてだと思います。 

  今のお話をお聞きしますと、商工会ということ

でございますが、もちろん観光協会とも連携とい

うお話がありました。市内全域でこれは使えると

いうことでよろしいでしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） お答え申し上げます。 

  那須塩原市の商工会と西那須野商工会が合同で

やるということでございますので、市内どこでも

使うことができる商品券だということでございま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 
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○２１番（相馬義一議員） 大変すばらしいこのよ

うな時期にちょうど合った施策だと思います。ど

うかしっかりと実施していただきたい、そのよう

に思います。 

  それでは、１項目めも終わりまして、２項目め

に入ります。 

  固定資産税の課税についてでございます。 

  平成26年６月に発覚した固定資産税の過大徴収、

約１億1,000万円について、以下のとおりお伺い

します。 

  ⑴処理の進捗状況についてお伺いします。 

  ⑵対応についてお伺いします。 

  ⑶再発防止に関する考えをお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 順次お答えいたします。 

  まず、固定資産税の課税についてでございます

が、その処理の進捗状況をお答えいたします。 

  対象となる家屋は455棟となっておりまして、

11月28日現在における進捗状況は、家屋調査依頼

の通知を発送完了した数が337棟、74.1％であり

ます。家屋の調査が完了した棟数は275棟、

60.4％、還付金の支払いが完了した数が87棟で

19.1％となっており、金額にして4,760万3,200円

の支払いが完了しております。 

  次に、この対応についてですが、調査方法につ

きましては非木造家屋部分の部分別調査票の点検

により該当する方へ家屋調査依頼を通知いたしま

して、所有者立ち会いのもと、家屋調査を実施し、

この調査結果等により課税が過大になっている場

合には市規則に基づき最大20年間分を還付してお

ります。 

  また、これらの処理を迅速に進めるため、担当

職員の増強を行い、対象者の方へは12月中には全

件の家屋調査依頼通知を発送する予定で現在進ん

でおります。 

  また、⑶の再発防止に関する考え方についても

お答えいたします。 

  市税の課税につきましては、市の事務上の問題

に起因する、誤りがあってはならないものであり、

今回誤りが見つかった家屋評価につきましては、

担当職員の自己研さんによる家屋評価に関する知

識の習得は無論ですが、積極的に専門研修に参加

させ、専門知識及び能力の向上に努めております。 

  また、特に非木造家屋については木造家屋に比

べて評価基準が詳細であるため、ベテラン職員に

よる最終点検を加えて行い、適正な課税事務執行

に努めております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） この問題については、

決してこれは今回27年度予算云々ではございませ

んが、私は行政として間違いなくこれはあっては

ならないことだと思いますので、今回あえて取り

上げさせていただきました。 

  42年間もこのようなことがあったと。しかも、

法的に言いますとそのうちの20年間分だけ返還す

ればいいんだということだそうでございます。

455棟の非木造家屋、しかもこの発覚したこと自

体が旅館２軒のいわゆる提訴されて、それについ

てそのときにこの件が発覚したと。調べてみたら

そのようなことだったということだそうでござい

ます。このようなことがあってはならないことだ

と先ほどから申し上げております。 

  この以前に、市営住宅の家賃の件もございまし

た。また、最近では近隣の町でやはり源泉徴収の

漏れがあったとか、そういったことが自治体の中

であったわけでございます。何度も繰り返すよう

でございますが、行政は市の血税で成り立ってお
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ります。あってはならないことを二度と起こして

はいけないと思いますので、あえて取り上げさせ

ていただきました。 

  そこで、１点だけちょっとお聞きしたいんです

が、この20年分の中で約7,000万円、それに加算

金を入れて3,000万円、約１億円ちょっと。もう

既にこれは例えば持ち主がいなくなってしまった

―もちろん亡くなられた方もいます。そういっ

た方、連絡のつかない方、そういった方がおられ

るでしょうか。それだけお聞きします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（和久 強） 対象の方でもうお亡くな

りになった方等がいるかというふうなご質問かと

思います。 

  詳細につきましては正確な数字は把握してござ

いませんが、確かにいらっしゃるというふうに考

えております。また、そういった方々につきまし

ては相続の方がいらっしゃるというふうなことな

ので、そういった方々について広報なりホームペ

ージなりで、住所というのがなかなか把握しづら

いというふうなことがありますので、そういった

方法で現在対応しているというふうなことでござ

います。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 対象者が非常に多くお

りますので、万全を期して対処していただきたい、

それを訴えてこの項については終わりにいたしま

す。 

  ３番の教育行政についてに入ります。 

  平成22年に小中学校適正配置基本計画が策定さ

れ、保護者や地域住民の多くの意見、要望等が出

された中、本年度には２校が新たなスタートを切

りました。児童生徒への影響が気になりますが、

平成28年度は１段階目であると考えるため、以下

についてお伺いします。 

  ⑴小中学校適正配置基本計画の進捗状況につい

てお伺いします。 

  ⑵特認校制度に取り組んでいるのが８校あるか

と思いますが、８校の取り組みと、成果について

お伺いします。 

  ⑶小中学校一貫教育校を実施した塩原小中学校

の評価はいかがか、お伺いします。 

  ⑷平成27年度以降の計画における内容と一貫教

育を進める理由について、お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） 教育行政についてですが、

本市の小中学生は１万人を超えておりまして、次

代を担う児童生徒の教育は非常に大切なものであ

ると考えており、各種の施策を現在展開しており

ます。 

  なお、今回の相馬議員のご質問につきましては、

この後の内容について教育長から答弁を申し上げ

たいと思いますので、ご了解いただきたいと思い

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） それでは、私のほうから

教育行政につきまして順次お答えをさせていただ

きたいと、こう思います。 

  まず初めに、⑴の小中学校適正配置基本計画の

進捗状況についてのお尋ねですけれども、この計

画は平成22年10月に本市が取り組む人づくり教育

の推進を図るために策定をされました。その計画

の中で、平成24年度から平成28年度を第１段階と

位置づけまして、統廃合、小中一貫校、特認校制

度を進めてまいりました。 

  まず、本年４月に高林小学校と穴沢小学校と戸



－77－ 

田小学校が統合いたしまして、175名の児童が高

林小学校で新たなスタートを切ったところでござ

います。 

  また、小中一貫校につきましては塩原小学校が

塩原中学校の位置に移転をして、施設一体型とし

て開校となりました。１年生から９年生まで同じ

学びやで学ぶことにより、切れ目のない一貫した

教育を行うことができるようになったわけであり

ます。 

  次に、特認校制度についてでございますけれど

も、この制度は本来の通学区域を前提としながら

も、一定の条件のもと、その通学区域に関係なく

希望により特認校として指定している８校に就学

できる制度でございます。この制度が始まった平

成24年度につきましては７人、平成25年度につき

ましては９人、平成26年度につきましては22人の

申請があり、制度開始から３年で計38人の申請が

ございました。 

  次に、⑵の特認校制度に取り組んでいる８校の

取り組みと成果につきましてお答えをいたします。 

  まず、波立小学校につきましてはアジア学院と

の交流を行うグローバルタイム、高林小学校につ

きましては地域の伝統芸能の継承事業、青木小学

校につきましては理科教室・夏休み科学相談室、

関谷小学校につきましては、らくりん座を招いて

の演劇教室、大貫小学校につきましてはニンテン

ドーＤＳを取り入れた教育活動、横林小学校につ

きましては放課後寺子屋の実施、そして塩原小中

学校につきましては英語教育プロジェクト、これ

らの事業が主なものでございます。 

  その成果といたしまして、保護者からの意見の

中には、少人数だと担任初め先生方の目がより行

き届き、効果的な手厚い教育が受けられる。今特

認校を利用して満足をしているというようなもの

があり、よい評価をいただいていると認識をして

おります。また、入学希望者も少数ながら年々ふ

えているということであります。 

  教育委員会といたしましても、特色ある学校づ

くりを支援し、対象校が維持、発展するために継

続的な取り組みをすることによりまして学校規模

の適正化に結びつけていきたいと、このように考

えております。 

  次に、⑶の小中学校一貫教育を実施しました塩

原小中学校の評価についてお答えをいたします。 

  開校がことし４月でありましたので、現時点で

は１年間を総括した評価等の報告はできませんが、

平成26年９月議会で齊藤誠之議員の質問にお答え

したとおり、塩原小中学校からは中学生が小学生

の面倒をよく見ることで学校全体に親和的な雰囲

気が醸成されていると。中学生の節度ある行動が

小学生のよい手本となっているなどの報告を受け

ております。また、小中学校の教職員同士の情報

交換が密にできるため、９年間を見通した児童生

徒指導がスムーズに実践できている。教職員の相

互乗り入れにより、効果的な学習指導が展開でき

ているなど、小中一貫校ならではの多くのメリッ

トが報告をされております。 

  課題といたしましては、小学校６年生のリーダ

ーシップが図りにくい。小中合同行事の企画準備

に時間がかかるなどが報告をされております。ま

た、現在学校教育法におきまして小学校と中学校

が別であるため、一貫校としての学年の区切りで

あります４、３、２の区切りとずれが生じている

ことが課題となっておりますけれども、国が小中

一貫教育の制度化につきまして法改正を行うとい

う見通しもございまして、今後の国の動きに注視

しているところでございます。 

  最後に、⑷の平成27年度以降の計画における内

容と一貫教育を進める理由についてお答えを申し

上げます。 
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  この27年度以降の計画につきましては、小中一

貫教育という捉え方でお答えをさせていただきた

いと思います。 

  今年度、小中一貫教育を施設一体型として開始

をしました塩原小中学校と、施設が分離している

ために連携型として開始いたしました黒磯北中学

校区に加えまして、来年度は連携型といたしまし

て黒磯中学校区、西那須野中学校区、箒根中学校

区が実施となります。さらに、平成28年度からは

厚崎中学校区、日新中学校区、東那須野中学校区、

高林中学校区、三島中学校区が今年度からの試行

期間を経まして実施となり、全中学校区がそろっ

て小中一貫教育を開始する予定となっております。 

  次に、一貫教育を進める理由でございますけれ

ども、義務教育９年間の期間におきまして、小学

校と中学校の段差、いわゆる中１ギャップ、さら

には小学校におけます中学校と高学年の段差、い

わゆる10歳の壁と、こういったものがあることは

ご承知かと思いますが、このように、現在子ども

たちの心身の発達の状況を見ますと、従来の６・

３制の枠組みだけでは対応できない場面も出てま

いりました。このような課題を解消するために、

小学校と中学校が密接に連携し、９年間の発達の

段階に応じた指導内容や指導方法を工夫すること

が必要であると、このように考えておりまして、

今申し上げましたとおり、本市教育が進めます人

づくり教育、これは義務教育９年間を通して子ど

もたちの人格の基盤づくりをすることにございま

す。小学校と中学校の全ての教職員がそれぞれ責

任を持って、子どもたち一人一人の将来の夢や希

望をみずから実現していくことができるようにこ

れからも支援をしていきたいと、このように考え

ております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時００分 

 

再開 午後 ３時１０分 

 

○議長（中村芳隆議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 教育行政についてご答

弁をいただきました。 

  ⑴と⑵が小学校の適正配置計画で、３番と４番

が一貫校ということで、ちょっと分けて再質問さ

せていただきます。 

  本年度、新制高林小学校が動き出したわけでご

ざいます。ちょっと話があれですが、スポーツ大

会を実施すると、今までだと私とか吉成副議長な

んかもバレーボールにかかわっていた経緯があり

ますが、学校数が減るとどうしても大会をやると

参加校が少なくなってしまう。その一方、いわゆ

る小規模校というのはある種目に絞って、例えば

バレーボールならバレーボールだけに参加すると

いう形がとれたものですから、参加校がある程度

あったものが、当然ながら３校が１校になったわ

けですから高林小学校として１校になります。大

会を運営するほうはそれでちょっと寂しい点があ

りますが、実際部活などを取り組むに当たって、

今のお話だと175名になったというお話でござい

ますが、その辺の部活等々についての内容につい

てお話ししていただければと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） ただいまのご質問でござ

いますけれども、現在高林小学校におきましては

部活動、スポーツ活動のほうはサッカー部とバレ
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ー部ということでございまして、これは従来から

あった活動を現在継続しているわけです。統合に

よりまして人数がふえたということでございます

ので、その構成学年もおのずと中高学年を中心に

チーム編成ができるようになりまして、これまで

ですと本当に下の学年まで入らないとチームが構

成できないという、そういう悩みもありましたが、

現在は中高学年で組んで活動に当たれるというよ

うなことで、大変活発に活動しているなと、こん

なふうに思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 新たな小学校になって、

いわゆる小規模校の生徒が統合したために人数が

多くなった。今までの小規模校だと、全員がレギ

ュラーになれたようなところがあります。しかし

ながら、今度はそうはいかない。逆に言うと、こ

れが競争であって、１つの小規模校ではなかった

ようなことに今度なるわけでございます。その辺

のところについて、いわゆる小規模校にいた子ど

もたちに何か影響等はありますか。変わりはあり

ますか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） もちろん生徒の数がふえ

れば、ある意味活動する運動の種目の幅ができる

というような考え方も当然出てくるというふうに

思っております。それはそれぞれの学校において、

これまで取り組んでいたものがあったりするわけ

ですので、今後時間をかける中で、より望ましい

活動のあり方というものが出てくることもあるの

ではないのかなというふうに思っております。 

  確かにおっしゃるとおり、小規模でのよさはあ

った部分もありまして、それがどうなんだという

ふうになりますとなかなか難しい部分も当然のこ

とながら出てくると思います。この辺につきまし

ては、やはり統合になって１年目の今でございま

すので、少し時間をいただきながら、その中でよ

り地域、その学校の実態に応じた、あるいは子ど

もたちの要望に即した、そういった活動に落ちつ

いていくものではないのかなと、こんなふうに考

えております。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 切磋琢磨という言葉が

あるかと思います。子どもたちもやはりそのよう

な言葉のとおり、切磋琢磨していかなければなら

ないのかなと、そのように思います。 

  それと、もう一点、特認校制度についてお伺い

しますが、このたびの適正配置基本計画の中で、

小規模校の中に特認校、８校に今回なっています

が、対象となる小学校があるかと思います。特認

制度を取り入れなかった小学校は、どのような意

見があって取り入れなかったのか、まずお伺いす

ると同時に、ありませんかね。まず、そこをお伺

いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 特認校につきましては先

ほど申し上げましたように、波立小、高林小、青

木小、関谷小、大貫小、横林小、そして塩原とい

うふうになりますが、これらの学校につきまして

は単学級の学校でございまして、これらの在籍数

をどう維持していくかという、そういうことでこ

の制度に入っていったという経緯がございますの

で、議員がおっしゃっているものについてほとん

どの学校がそれに合った形でやっているのではな

いかなと、こんなふうに思っております。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 最後のほうがちょっと

聞き取れなかったんですが、いずれにしても例え

ば金沢小学校とか、もちろん来年度鍋掛と一緒に
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なってしまう寺子小学校等々があるわけでござい

ますが、これについてはもう統廃合は仕方なしと

いうことで取り組まなかったと理解してよろしい

でしょうか。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 適正配置計画を策定した

段階で既に統廃合の対象ということで、最初のく

くりの中に挙げてございましたので、そういう分

け方をしたということでございます。先ほどご質

問にちょっとずれたお答えでした。失礼いたしま

した。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 理解をしました。 

  ⑶、⑷については一貫校教育でございますので、

確かに今のお子さんたち、６年生までの小学校と

３年間の中学校という中で、よく４年生ぐらいま

での子どもたちと、５年生、６年生、中１、そし

て中２と中３という形が聞かれることでございま

す。先ほど教育長のほうから中１ギャップ、ある

いは10歳の壁ということが聞かれました。確かに

そのような状況があるのかと私も理解するところ

でございますので、この件については理解をいた

します。 

  続きまして、４項目めの質問に入ります。 

  農業行政についてでございます。 

  平成26年度の本市の農業は、放射能の風評被害

が払拭されない状況にもかかわらず、大雪や突風、

さらには有害鳥獣等の被害も発生し、農業を取り

巻く環境はよいものとは言えませんでした。さら

に、平成26年度産の米価概算金は60㎏当たり

8,000円と、生産者にとりましては二重、三重の

苦しみとなった年であります。また、先日安倍総

理の会見から、ＴＰＰ交渉も出口が見えてきたと

いう発言があり、ＴＰＰ参加に絶対反対を上げて

いる農業関係者の方々は暗雲たる思いであろうと

思います。そこで、以下の点についてお伺いしま

す。 

  ⑴米価下落の影響に対し、市の新たな取り組み

があればお伺いします。 

  ⑵米価下落の影響について、農地の売買、貸借

状況及び条件不利地の問題についての考え方をお

伺いします。 

  ⑶有害鳥獣被害による農作物の被害状況とその

支援についてお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） お答えいたします。 

  まず、米価下落の影響に対する市の新たな取り

組みについてですが、平成26年産米を取り巻く状

況は人口の減少、多様化する食生活により、１人

当たりの米消費量が減少していることなどから、

供給量が過剰となり、米価が低迷しているものと

推察されます。また、平成30年産米から米の直接

支払交付金が廃止される見込みであり、米作農家

の経営は今後一段と厳しい状況になると思われま

す。 

  そのため、主食用米から他の作物へ転換が図ら

れていくものと考えており、市といたしましては

飼料用米や飼料用稲の活用について市内の農業団

体、酪農業協同組合と意見交換会を開催し、課題

の整理を行っております。今後も課題解決に向け

た取り組みを進めていきたいと思います。 

  米価下落の影響により、農地の売買、貸借状況

及び条件不利地域の問題についてもお答えいたし

ます。 

  平成26年産米の概算金が９月１日に発表されま

したが、現在のところ米価下落による農地の売買、

貸借について変動は確認されておりません。しか
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し、今後も米価の低迷が続く場合には貸し手が多

く借り手が少なくなると考えられ、また条件不利

地につきましても耕作放棄地となるおそれもあり、

農地の流動化に大きな変化があらわれるかもしれ

ませんので、状況を注視してまいります。 

  次に、有害鳥獣による農作物の被害状況とその

支援でお答えいたします。 

  市では、被害を受けた農作物に対しての補償支

援は行っておりませんが、被害防止のため、ハト、

カラス、カモの一斉駆除、猿、鹿、イノシシの年

間を通した個体調整数のための捕獲許可証の発行、

さらに本年度からは猿対策巡視員の増員や獣害に

強い集落づくり推進事業を上塩原地区で実施する

など、これらの方策を講じております。一部、上

塩原以外でも実施をされております。 

  以上で、第１回の答弁にします。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） まず、最初に申し上げ

たいのは、いわゆる農政、特に米についてはこれ

は国が管理していることだということも私も重々

承知しております。一自治体がそれに対して対応

できるかというのは難しいというのも承知してお

ります。 

  そこで、あえて質問をするわけでございますが、

今回の選挙がきょう始まったわけでございますが、

選挙においても農業成長を産業化の柱としたいと。

米価の下落については万全の対応をすると西川農

水大臣が言っております。また、今回の下落につ

いては、先ほど市長のほうからもありましたが、

消費が非常に減ってきていると。その割に生産が

ふえているから別な対策をとらなければいけない、

そのようなお話も聞いております。 

  今、米が余ってしようがない。その余った米を

どうするかということで、下落の一つの要因に売

り急ぎがあるということも西川大臣が言っていま

した。売り急ぎをしないために、26年度産米につ

いては20ｔ、来年27年11月下旬まで、そこから流

通に出さないという発言もされました。しかし、

11月となるともう27年度産米が出てきてしまうわ

けですよね。出さなくても、それを出したときに

どうなるのかという心配もちょっとします。 

  そのような中で、自治体ができることは何なの

かなと思いますが、まず先ほど答弁の中で意見交

換をやったということのお話がありました。もう

一度、意見交換をした相手とその場でどのような

意見が出たのか、お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 米価の下落対策につ

いて市としてどのようなことをやっているかとい

うことの中で、先ほど市長がお答えしましたとお

り、飼料用米、あるいは飼料用稲の転作というも

のの可能性ということについて関係団体と議論を

したという経過がございます。開催日は11月17日

ということでございまして、酪農とちぎ、あるい

は栃木酪農協同組合、それ以外には北那須酪農協

同組合、さらに那須野農協というようなところで、

主要たるところの関係団体と議論をさせていただ

きました。 

  その中で、今言った要は飼料用稲、あるいは飼

料用米への転作の可能性について意見交換をした

中で出た主な意見といたしましては、まずは質の

いいものをつくらないと当然受け入れ側の酪農家

では要は餌として使ってもらえないよねという話

がありまして、そのためにはお互い農協サイド、

あるいは酪農協サイドの中で統一的なマニュアル

みたいなものをつくって、そういうものでもって

品質の向上、品質の均一化というものを図ってい

かなくてはならないというような意見があったり

とか、あるいは大々的にしかけるというよりも、
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まずは顔が見える中で耕種農家の方と酪農家の中

でのマッチング、そんなところから手がけていく

というのが現実的なんじゃないかなというような

意見が出されました。あと、加えますと、早急に

もう含める形でプロジェクトを立ち上げてもう少

し大きな議論もしていく必要があるんじゃないの

かというような意見も出たというようなところで

す。主だったものとしてはそんなところだったと

いうふうに認識しております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 26年度産米がこのよう

な状況で、最終的に幾らになるかまだわからない

点もありますが、いずれにしても、例えば農協な

どではつなぎ融資を実施しております。ただ、こ

の間国のほうでゼロ％の融資があるようなお話も

出てまいりました。そういったもちろん対応はあ

りがたいことなんですが、いずれにしても融資、

お金を借りるということはいずれ返すということ

でございますので、返すことができない、そうい

うことが現在起きているというのが状況でござい

ます。 

  暗に、栃木県のお米を生産する生産費用という

んですか、生産価格というんですか、生産にかか

るお金ですね。那須塩原の平均が二、三haぐらい

だと思いますが、それからいきますと、おおむね

１万4,300円ぐらいコストがかかるわけですね。

ことしの26年度産米の値段から言うと、ここまで

届かない。お米をつくったはいいが、現実にはつ

くって赤字になってしまう。当然ながら―先日

も那須野農協の農機具の展示会というものを私も

見てきました。トラクター１台、これはいいなと

思ってちょっと見たら1,500万円でしたね。コン

バインも見たら、やはり1,500万円ぐらい。こと

しお米を売ってそういうものを買おうと仮契約し

ていたけれども、現にお米の値段を聞いたらとて

もじゃないが仮契約をやめたいという意見もあり

ます。農家の方が当然ながら自分の労働力、機械

に頼るというのはこれは仕方ないことであります。 

  国が求めている農業所得倍増計画というのがあ

ります。部長とも先日ちょっとお話しさせていた

だきました。10人の農家が今あるところでござい

ますが、そのうちの９人の方が１人の方に農地を

渡して、１人の方が20町歩から30町歩のお米をつ

くったとすれば、確かに農業所得は倍増するでし

ょう。しかしながら、その９名の方は農業をやめ

てしまう。このような状況がもし那須塩原市にあ

ったとすれば、地域の日本の農業というものが崩

壊してしまうんじゃないか。那須塩原市の農業が

崩壊してしまうんじゃないか。そのように思いま

す。その辺をどのように考えているか、お伺いし

ます。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 非常に奥深い問題な

のかなというふうに思っております。 

  そんな中で、今議員からもお話があったように、

まず国の政策というようなところの中で、要は小

規模、あるいは零細の農家の方から農地を大規模

な農家に集約していくという施策が要は奨励金と

いう名のもとにまさに行われているというのが実

態としてあります。それは、要は効率性を高めて

生産コストを下げるという話の中では、一つ政策

としては当然あり得るのかなというふうには考え

ているところではございますが、しかしそういう

政策を展開するということは、今議員のご指摘の

とおり、要は小規模農家へのしわ寄せというのが

当然発生するということでございますので、そこ

のところに関してはやはり一方で手をきちっと打

っていかないと、要は小規模農家の方々というの
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はやはりいろいろな部分で国土保全といった多面

的機能の発揮、あるいは農村そのものの存在とい

うものをきちっと守ってきたという重要な役割が

ございますので、そういうところからもそういう

小規模の農家に対する手立てもしっかりしていか

なければならないものがあるのかなというふうに

思っています。 

  そんな中で、市はどんなことを考えているかと

いうお話でございますが、新たなビジネスチャン

スというようなくくりの中で、産直など直接販売

できる機会の一層の創出、あるいは６次産業の推

進というようなところで、小規模農家の経営意欲

の向上というものにつなげていければいいのかな

というふうに考えているところでございます。 

  そのほか、もろもろ考えられることはあるんだ

と思うんですが、なかなか市独自にということに

なりますと、議員さんが冒頭で言われたとおり、

農業政策そのものは大きな意味で国の政策の中で

動かしていっているというところがありますので、

今市として考えられることはお話しした２点くら

いかなというように思っているところです。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 大変ありがとうござい

ました。 

  そういうことでありますので、那須塩原市とし

ても国に対してこのような状況ではいけないよと

大きな声を上げていただきたい。当然今の政権の

中で農協改革なども訴えられております。農協改

革をしていいかどうかというのは私どもはよくわ

かりませんが、その辺もこれまでの流れから言い

ますと、単農協を救ったのは間違いなく中央会だ

ったり、そういったものが今までの流れの中であ

ったかと思います。それが今農協数が非常に少な

くなったために、もう必要ないんじゃないかとい

う話もありますが、その辺に対してもそう簡単に

改革をしていいかどうか、その辺も訴えていただ

ければと。もちろん我々議会としても訴えなけれ

ばいけないのかなと、そのようには思っておりま

す。 

  ⑵番のほうの農地についてちょっとお伺いしま

す。 

  農地の耕作面積というものは実は53年連続で減

っているというデータがあります。理由的には、

やはり高齢化、さらには後継者不足ということだ

そうでございます。また、田んぼと畑のいわゆる

価格が田んぼについては22年連続で下がっている。

畑については23年連続で下落していると。これも

やはり高齢化が進む。あるいは今回のように米が

毎年毎年下がってきている。そういう中で、先行

きの不安というものがあって手放すと同時に、求

める方も高い値段では求められない。もちろん貸

し借りについても同じでございます。貸したい人

はなるべく高く貸したいけれども、借りるほうは

米が安いんだからそんなに高く借りられない。そ

ういう状況が今後続くと思います。市長の答弁の

中でも、それが続けば当然耕作放棄地がふえてし

まうと。果たして耕作放棄地がこんなにふえてい

いのかどうか、大変危惧するところであります。 

  このような中、耕作放棄地をふやさないための

方策。先ほども申し上げましたが、特に不利地な

んかはどう対応していいのか、ちょっと何かお考

えがあればお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 耕作放棄地のご質問

というふうに受けとめさせていただきます。 

  やはり耕作放棄地のお話は今議員ご指摘のとお

り、やはり農家の後継者問題、あるいは高齢化と

いうようなところに起因しまして、年々緩やかで
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はございますが、増加傾向にあるのは事実なんだ

というふうに思っております。 

  そんな中で、耕作放棄地がふえていくと、当然

のことながら地域の広範囲の農家に悪影響を及ぼ

してしまうということがございますので、我々と

してはいかにそれを食いとめていくかということ

が一つの行政課題としてあるのかなというふうに

思っております。 

  その中で、今一つ有効な手段というようなとこ

ろで、要は農業資産というものを多くの人、市民

との協働で管理していこうというようなところで、

多面的機能の、要は交付金という制度がございま

す。これに基づきまして、農道の管理であるとか、

あるいは水路の管理であるとかというようなとこ

ろで、農地・水という交付金でございますが、こ

ちらについてはすべからくほとんどの地域の皆さ

んが活用しているという実態がございますので、

一つはこういう形で協働で、要は農村環境、そう

いうものを守っていくというものがあるのかなと

いうふうに考えております。 

  あとは、農業委員会を初めとする関係機関と

我々との中で綿密に協議をさせていただきながら、

有効な手立てについて今後も検討してまいりたい

というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 対策が難しいというの

は重々承知しております。 

  ⑶に入ります。 

  有害鳥獣の被害の件については、６月でしたか、

人見議員も質問されました。この質問に対しては、

これもやはり同じく、対策はするけれどもなかな

か難しいという状況があります。その点について、

しかしながら先日、私も議会報告会の中で塩原地

区でやはりこのような意見が出ました。議会議員

はわかっているのかというような質問だったかと

思いますが、十分に理解していますよというお答

えはしました。そのような中で、当然電気柵等々

の施策をしているのは理解しております。 

  市民の要望、さまざまな要望があります。実際、

対応は十分と考えているかどうか、それをちょっ

とお聞きします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） 市民の要望に対する

お答えということだと思うんですが、まず今議員

からございました議会報告会でこれに関するご意

見がいっぱい出たということに関しても、我々の

ほうも情報は得ております。あわせまして、私ど

もがやっている市政懇談会においても多くの意見

をいただいたと。特に、地区的には塩原地区で多

くの意見をいただいたという現状がございます。 

  我々も要望の聴取にしましては―要は、要望

をどういう形で取り入れているかという話につき

ましては、今言った市政懇談会、あるいは直接電

話等で市役所のほうに直接言ってこられる方もい

ますので、そういうものに関しては速やかに対応

することを基本としてやっているということでご

ざいまして、この市政懇談会で出た要望に関して

も速やかに９月の補正ということで皆様方の議会

にお願いいたしまして、当初の予算が400万円だ

ったところを300万円増額して700万円ということ

で、倍額近い予算でもってことし要望があった分

については全て整理をさせていただいたというよ

うな実績もございます。 

  我々としましては、滞ることなく、いただいた

要望に関しては速やかに、これは死活問題にかか

わることだということを十分認識しておりますの

で、極力速やかに対応してまいりたいというふう

に思っております。 
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  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） そのような要望の中で、

もし新たな施策があればお伺いすると同時に、先

日私はちょっとＮＨＫを見ていましたら、モンキ

ードッグの取り組みをしていたところがあります。

もし理解をしていれば、その件についてご感想を

お願いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田輝夫） それでは、まずご指

摘のモンキードッグのほうからなんですが、こち

らにつきましては以前に議員さんと雑談をさせて

いただいたときに、そんなお話をお聞きしました

ので、我々としてもその後ちょっと内容について

調べたという経過がございます。 

  モンキードッグの活用ということでございます

が、こちらにつきましては当然ご承知のとおりだ

と思いますが、圃場に出没するニホンザルの追い

払い、あるいは出没抑制を図るために、農家等で

買われている犬をモンキードッグという形で訓練

しまして、それを要は活用する方策だということ

でいろいろ調べましたが、栃木県内ではまだ一つ

の市町村も実施しているところがございません。

主に西日本のほうでこの施策を活用しまして一定

の効果があらわれているというようなことだそう

でございます。 

  ただ、若干課題もございます。モンキードッグ

の育成には約５カ月もかかってしまう。それなり

の経費もかかってしまうということでございます

ので、全ての経費を市のほうで見るということも

なかなか難しいので、そういうところもあるんだ

ということを率直にぶつけながら、いろいろな関

係者の声を聞きながら、こんなものについても引

き続き研究していければなというふうに考えてい

るところでございます。 

  あと、新しい施策ということでございますが、

先ほど市長もお答えしたとおり、獣害に強い集落

づくり推進事業というものを今年度県が新たな制

度として創設しました。これにいち早く那須塩原

市は手を挙げさせていただきまして、上塩原地区

を対象にこの事業を今進めているところでござい

ます。 

  内容としましては、鳥獣管理士という、要は鳥

獣アドバイザーを１名配置させていただきまして、

その方がまず現状把握をすると。そのためにはテ

レビカメラを設置したり、あるいはセンサーを設

置したりしまして、どのけもの道からどれだけの

獣がどこに集まってどういうものを荒らしている

んだというようなところを、要は感覚的じゃなく

て現実的に事実に基づく整理をしまして、それに

対して、一つの施策じゃなくて総合的な施策をこ

の鳥獣管理士を提案をしまして、それを市と、あ

るいは地域の住民とお互いの役割分担で協働で要

は施策を展開していくというような内容になって

おります。 

  今回、上塩原でやりましたこの事業につきまし

ても、先般現状の調査というのが終わりまして、

このような状況になっているということの報告を

受けています。それを受けまして、来年度予算の

中で色々な部分で抜本解決できるような施策を講

じてまいりたいというふうに考えているところで

ございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 執行部としてしっかり

とこの対策についてはやっているんだなと、今改

めて確認をしたところでございます。 

  ただ、上塩原だけじゃなくて高林地区も大変ひ

どいところがございます。この被害に対する支援
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も含めてこれから検討していってもらえればと思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  最後の項目に入ります。 

  ５番、那須塩原駅前周辺整備についてでござい

ます。 

  那須塩原駅西口区画整理事業も終了し、本市の

都市計画の拠点となると思われる那須塩原駅周辺

の今後の整備について、以下のとおりお伺いしま

す。 

  ⑴本市の玄関口である那須塩原駅西口（広場も

含む）は整備済みではありますが、改良を求める

声も聞こえております。市の玄関口としてＪＲと

連携し、新たな整備を計画する考えがあるか、お

伺いします。 

  ⑵那須塩原駅東口におきましては、エレベータ

ー設置計画が立ちましたが、今後どのような整備

が考えられるか、お伺いします。 

  また、駅東口より国道４号までの整備計画につ

いて所感をお伺いいたします。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員の質

問に対し、答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（阿久津憲二） お答えいたします。 

  まず、那須塩原駅西口の新たな整備計画と那須

塩原駅東口の整備については、先ほど志絆の会の

会派代表質問で眞壁議員にお答えしたとおりであ

りますが、駅前広場の再整備や市道東那須野大通

り線の電線地中化などを行うことを目的として、

平成27年、28年実施計画に那須塩原駅周辺地区都

市再生整備計画の導入に向けた検討調査業務委託

及び駅前広場整備基本計画策定業務委託を計上し

ております。 

  駅東口から国道４号までの県道那須塩原停車場

線の整備についてもお答えいたします。 

  本路線については、過去２回ほど整備を前提と

した説明会が開催されましたが、地元の同意が得

られず、整備に至りませんでした。本市といたし

ましては、本路線部は利用者の安全性、あるいは

駅前通りとしての美しい町並みなどの観点から、

整備が必要であると考えております。このため、

黒磯駅前のように整備に対する地元の熟度が上が

り、地権者の協力が得られるのであれば、県に対

して整備の要望を行っていきたいと考えておりま

す。 

  なお、西口については繰り返しになりますので、

先ほどの答弁でご容赦いただきたいと思います。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 私どもの常任委員会で、

10月だったかと思います。所管事務調査で東海市

にお伺いをさせていただきました。当然、東海市

は人口的には似ているんですが、もちろん予算規

模、あるいは大変行政効率のいい市でございます

ので、比較するのはちょっと難しいのかとは思い

ますが、その中で、都市計画のマスタープランや

いわゆる総合計画の中で、いわゆるある駅を市の

都市の拠点を位置づけをして、そこで区画整理、

あるいは鉄道の高架化、さらには市街地再開発事

業を３本の柱として再開発をした。いろいろな関

連事業を含めますと169億円からの事業でござい

ます。そういった説明と現地視察をさせていただ

きました。 

  その中で、当然いろいろな事業、国からこうい

う事業をやるには財政的な問題があると。それで、

一遍にやってはなかなか補助が見つからないとい

うことで、個別に事業を補助いただいた。そうい

う中で、平成24年から１つはリノベーション事業

をいただいたという中で、このまちづくりをして

いるわけでございます。 

  その中で、会議の中ではございますが、現地視

察の中で市の職員とちょっとお話ししたときに、
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ちょうど今回の27年度のキーワードであります

「未来への投資」という言葉が出てきました。東

海市の市長ですが、東海市の職員が言うには、う

ちの市長は「未来への投資」はしっかりと幾らで

もやれということを言っていたそうでございます。

そのような言葉の中で、この169億円超の事業を

展開しているというのを私どもはちょうど見てき

ました。 

  そういう中で、先ほど那須塩原駅西口と東口の

いわゆる周辺整備というのを眞壁議員のほうに答

弁をされました。建設部長のほうから、都市再生

整備事業として31億円ぐらいというお話がありま

した。 

  その中で―これ言いづらいんですね。ペデス

トリアンデッキというお話もちょっとあったかと

思います。今回の整備について、このデッキを整

備する考えがあるのか。もし整備するとすると、

おおむねどのくらいの金額が必要なのか、まずは

お伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一） ペデストリアンデッキ

の設置をするのかどうかというようなことでござ

いますが、この点につきましてはちょっと先ほど

申し上げましたが、那須塩原市の駅西口のイメー

ジパースというものをつくっておりまして、この

イメージパースの中でもペデストリアンデッキに

つきましては設置するような考えでおります。 

  というのは、先ほども言いましたが、あそこに

ついては渋滞しているという中で、渋滞の解消に

当たっては下側は車、上側が歩行者というような

形で、下側の広場の広い部分、あそこをもっと車

が通れるように、または一般車が停車ができるよ

うな形で整備をしないと解消がなかなか難しいと

いうのもございます。限られた面積の中でそうい

った整備をしていくには、ペデストリアンデッキ

の設置も必要だというように考えてございます。 

  そういった中で、金額でございますが、このペ

デストリアンデッキの整備が先ほども言いました

ようにかなりの事業費を占めております。現在想

定している事業費としましては、面積で大体

2,200㎡ということで、今のあそこの広場の広い

部分が1,000㎡でございますので、大体それの倍

ぐらいの面積を想定しておりまして、その部分の

事業費が大体18億5,000万円ということで大きな

ものとなっておりまして、そのほかに下側の広場

の整備とか、シェルターの新築、タワーエレベー

ターの設置、そういったものを想定しているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） まだ計画の段階だと思

いますが、詳細に数字を言っていただきました。

2,200㎡の18億5,000万円ほどかかると。大変な事

業でございますが、先ほど申し上げたように、当

然市単独の事業ではないと思いますので、しっか

りとした国のほうの補助金等を見つけていただい

てやっていただきたい、そのように思います。 

  この西口というか、那須塩原駅周辺については、

ふだんの議員活動の中で、例えば吉成副議長なん

かは先日の巻狩出陣式においてはしっかりと地域

の核となって活動していただいている。あるいは、

東口の整備については、たびたび伊藤議員もエレ

ベーターも含めてあそこの広場を何とか整備して

いただけないかという質問をしました。そういう

中で、今回このような整備の計画が立ったという

ことは大変うれしいことでございます。 

  先ほどの東口の件でございますが、東那須野大

通りというんですか、４号国道までの通りでござ

いますが、以前に２回ほど説明会をしたんですが、
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なかなか理解を得られなかったということで、今

後は電柱の地中化を含め―当然電柱の地中化を

するということは歩道も含めた整備ということに

なるかと思います。その辺についてはやはり理解

を得られるような説明をしていただけるかと思い

ますが、その点についてお伺いします。 

○議長（中村芳隆議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（若目田好一） 県道那須塩原停車場線

東側の整備でございますが、これにつきましては、

以前２回ほど整備を前提とした説明会を開催して

同意が得られなかったというふうなことでござい

ますが、その理由としましては、お客さんがお店

の前に停車できなくなってしまうのが理由であっ

たというふうなことのお話を当時の担当者から聞

いております。 

  そういった中で、今回同じような歩道の整備を

して電線の地中化等は行うことはできると思うん

ですが、そういうことによって、境界ブロック等

を入れますと駐車ができなくなってしまうという

ようなことに当然なると思いますので、そういっ

た意味で地元の理解と協力が得られればというふ

うなことで考えておりますが、先ほども市長から

そういった答弁がありましたけれども、地元の熟

度が上がればというふうなことになるかと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（中村芳隆議員） 21番、相馬義一議員。 

○２１番（相馬義一議員） 私は会派代表質問をす

るたびにこの那須塩原駅周辺整備というものを質

問させていただいております。先ほどのイメージ

パースなどもそうでございますが、質問するたび

にいい回答といいますか、答弁をいただいている

ような気もいたしますが、いずれにしても、那須

塩原市のいわゆる都市の拠点となるのは那須塩原

駅周辺だと、私も、多分市長も考えておられると

思います。ぜひとも、那須塩原駅ができて新幹線

が開通してからもう三十数年が経過しておるわけ

でございますが、眞壁議員の中からも出ましたが、

商店が張りついていないという状況が今まであっ

たわけでございますが、今回の整備を機にどうぞ

土地利用についてしっかりと進むような整備を進

めていってほしい、そのように思います。間違い

なく栃木県県北の中心都市となるようなまちづく

りを進めていってほしいと願うところでございま

すので、よろしくお願いを申し上げ、私の会派代

表質問を終了させていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、敬清会の会派代

表質問は終了いたしました。 

  以上で、会派代表質問通告者の質問は全て終了

いたしました。 

  会派代表質問を終わりたいと思いますが、異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（中村芳隆議員） 異議なしと認めます。 

  会派代表質問を終わります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（中村芳隆議員） 以上で、本日の議事日程

は全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時００分 

 




